
様 式

1第三者行為災害届 （届その1 ） ●×

2第三者行為災害届 （届その2） ●×

3第三者行為災害届 （届その3） ●×

4第三者行為災害届 （届その4） ●×

5第三者行為災害報告書（調査書） （報告書その1) ●×

6第三者行為災害報告書（調査書） （報告書その2） ●×

7第三者行為災害情報受付台帳○

8保険給付（求償権取得・債権発生）通知書リスト○

9保険給付（求償権取得・債権発生）通知書○

10 （様式第1号）念書（兼同意書）●×

11 (様式第2号(4))第三者行為災害による損害賠償の請求について●▲

12 (様式第3号）交通事故発生届

13 (様式第4号）第三者行為災害報告書の提出について（依頼）●▲

14 （様式第5号）

労働者災害補償保険の保険給付についての通知及び損害賠償等についての照会●▲

15 （様式第6号）損害賠償等につき回答●×

16 (様式第7号）損害賠償等についての照会に対する回答の提出について●▲

17 (様式第8号）損害賠償請求の予告について●×

18 (様式第ll号）第三者行為災害処理経過簿○

19 （様式第13号）労働者災害補償保険の請求についてのお知らせ●▲

20 （様式第14号）労働者災害補償保険の給付状況等についての照会

21 (様式第15号）労働者災害補償保険の給付状況等についての回答●▲

22第三者行為災害届（派遣労働者の業務災害） （直接の加害行為がない場合） ●

23第三者行為災害報告書（調査書） （派遣先） （直接の加害行為がない場合） ●

24合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する

内閣府令様式

※様式名の右のは三者システムのExcel帳票作成ツールで作成可能な様式であること

○は三者システムから直接出力可能ナ ー票であることを示す。

の右にの記載がある様式は、様式改正が行われたがExcel帳票作成ツールが改正内容に

対応していないため、当面の間は､別途本省が電子媒体で提供するExcel様式を用いるか､Excel

帳票作成ツールにより作成後、当該改正部分を手入力で修正すること。

●の右に×の記載がある様式は、様式改正が行われたが、Excel帳票作成ツールが改正内容に

対応しておらず、改正による事務処理への影響が大きいことから、当面の間は、別途本省が電子

媒体で提は Excel様式を用いて作成しExcelⅡ『票イ 成は行わナ －とツールによるf
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1
1
1

第三者行為災害届 (届その 1 ） ●×1

(届その1）

業務災害＃通勤災害第三者行為災害届
1

交通事故蒙通事故以外

平成 年 月 日

労働者災害補償保険法施行規則第22条の

／･･.~~~~~．､､、

i署受付日余 保険給付請求‘
、

、､__一._.､ノ

労働基準監督署長殿

1 第一当事者(被災者）
プリガナ

'規定により届け出ます。

権者

住所

郵便番号（ ）

｜
’

フリガナ

電話 (自宅）

(携帯）

氏名 男I女 生年月日 年 日 （ 歳）月

住所

職種

2 第一当事者(被災者)の所属事業場

労働保険番号

’
電話名称

所在地 郵便番号

担当者(所属部課名）代表者（役職）

(氏名） (氏名）

’
3 災害発生日

日時平成 II午前I午後； 時年 月 分頃日

場所

4 第二当事者(相手方）

氏名 電話鰯（ 歳）

住所 郵便番号

第二当事者(相手方)が業務中であった場合
所属事業場名称

’
電話

郵便番号
氏名長者(役恥

5 災害鯛査を行った警察署又は派出所の名称

警察署 係(派出所）

6 災害発生の事実の現認者(5の災害調査を行った警察署又は派出所がない場合に記入してください）

電話鱒氏名 （ 歳）

郵便番号住所
_

7 あなたの運転していた車両(あなたが運転者の場合にのみ記入してください）

－148‐

府県 所掌 管轄 基幹番号 枝番号

車 種 大 普 特 自二 軽自 原付自 登録番号(車両番号）

運転者
の免許

有･無
免許の種類 免許証番号 資格取得 有効期限 免許の条件



2第三者行為災害届 （届その2） ●×
(届その2）

8 事故現場の状況

蟇
非
一
》
’

）

）

標 識
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

信号機

交通量 多いI少ないI 午

9 才の状況及び草間C

lいねむりl疲労
メ

事故当時0

心身の状況
おなたの行為

向指示 たした

しなし

横断中の場合横断場所（ )､信号機（ )色で横断歩道に入った。

一
目
一
》

通行中の場合

10第二当事者(相手方)の自賠責保険(共済)及び任意の対人賠償保険(共済)に関すること
(1)自賠責保険(共済)について

第二当事者(相手方)と契約者との関係
(住所）

保険会社の管轄店名 話 1■■■■■ －

管轄店所在地 郵便番号 ー

(2)任意の対人賠償保険(共済)について
証券番号 第 号 保険金額 対人 万円

保険（共済）契約者（氏名） 第二当事者(相手方)と契約者との関係
(住所）

保険会社の管轄店名 電 同腫
－ －

管轄店所在地 郵便番号 Ⅱ■■■■

有の場合の請求方法 イ自賠責保険鍜翁
(3)保険金(損害賠償額)請求の有無

ロ自賠責保険(共済)と任意の対人賠償保険(共済)との一括
保険金(損害賠償額)の支払を受けている場合は､受けた者の氏名､金額及びその年月日
氏名 金額 円受領年月日 年 月 日

11運行供用者が第二当事者(相手方)以外の場合の運行供用者
名称(氏名） 電話 － －

所在地(住所） 郵便番号 －

12あなた(被災者)の人身傷害補償保険に関すること
人身傷害補償保険に
証券番号第 万円号 保険金霧

保険(共済)契約者(氏名） あなた(被災者)と契約者との関係

(住所）
保険会社の管轄店名 電話 q■■■■■ ロ■■■■■

管轄店所在地 郵便番号 －

人身傷害補償保険金の請求の有蛭
人身傷害補償保険支払を受けている場合、受けた ’ 苗 金額及びその ニ ニ
氏名 金額 ,。 領年 月 日

(※)交通事故以外の災害の場合は｢届その2｣を提出する必要はありません○
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3第三者行為災害届 （届その3） ●×

（届その3）

…
~ー ~0■ー

I I I

垣師ロ韓韓…。…幹四一一

I III i I I ！

ー 師… 一､Eー南一､ ■■南

15過失割合
私の過失割合は ％､相手の過失割合は ％だと思います。

理由

示談について
イ示談が成立した｡（ 年 月 日）
ハ示談はしない。
ホ裁判の見込み（ 年月 日頃提訴予定）

16

交渉中
示談をする予定

（ 年

ロ

ニニ

月 日頃予定）

17身体損傷及び診療機関

1

7】 I卜
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ｑ
Ｉ
ｄ
ｄ
１ 艮 示 符 号

自 車

相手車

■
0

横断禁止

人 間

里
臭

､尊 －コ

《※赤.黄､冑を
表示すること）

■■ﾛ■■■■■■

9回

横断歩道

接触点

目

進行方向 ↑ 目 I

オー

■■

屋 車

・パイ 古 一時停止 Y

私(被災者)側 相手側(わかっていることだけ記入してください｡）

部位･傷病名

程 度

診療機関名称

所 在 地

受領年月日 支払者 金額･品目 名目 受領年月日 支払者 金額･品目 名目

受領なし

事
業
主
の
証
明

1欄の者については、2欄から6欄、13欄及び14欄に記載したとおりであることを証明します

平成 年 月 日

事業場の名称

事業主の氏名 ③
(法人の場合は代表者の役職･氏名）

。



4第三者行為災害届 （届その4） ●×
(届その4）

第三者行為災害届を記載するに当たっての留意事項

1 災害発生後､すみやかに提出してください。

なお､不明な事項がある場合には､空欄とし､提出時に申し出てください。

2 業務災害･通勤災害及び交通事故･交通事故以外のいずれか該当するものに○をしてください。

なお､例えば構内における移動式クレーンによる事故のような場合には交通事故に含まれます。

3 通勤災害の場合には､事業主の証明は必要ありません。

4 第一当事者(被災者)とは､労災保険給付を受ける原因となった業務災害又は通勤災害を被った者をいい

ます。

5 災害発生の場所は､○○町○丁目○○番地○○ストア前歩道のように具体的に記入してください。

6 第二当事者(相手方)が業務中であった場合には､｢届その1｣の4欄に記入してください。

7 第二当事者(相手方)側と示談を行う場合には､あらかじめ所轄労働基準監督署に必ず御相談ください。

示談の内容によっては､保険給付を受けられない場合があります。

8 交通事故以外の災害の場合には｢届その2｣を提出する必要はありません。 ‘

9 運行供用者とは、自己のために自動車の運行をさせる者をいいますが､一般的には自動車の所有者及び使

用者等がこれに当たります。

10 「現場見取図｣について､作業場における事故等で欄が不足し書ききれない場合にはこの用紙の下記記載

欄を使用し､この｢届その4｣もあわせて提出してください。

l1 損害賠償金を受領した場合には､第二当事者(相手方)又は保険会社等からを問わずすべて記入して

ください。

12 この届用紙に書ききれない場合には､適宜別紙に記載してあわせて提出してください。

13 「保険給付請求権者の氏名｣の欄及び｢事業主の氏名｣の欄は､記名押印することに代えて、自筆によ

る署名をすることができます。

現場見取 図

一
『■
■
■

■
■
一
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

”■筒ＢＧ

羽干
“…岬｡ー配

‐151‐

Ｉ
ｄ
ｑ 長

ー

ホ
４
４ 守 号

自 車

相手車

白
□

横断禁止

人 間

：
ａ
■
■
■
“
？

■
田
■
■

》
5

信 号
(※赤､黄､青を
表示すること）

図
画
横断歩道

接触点

,

I

d

。
ｐ
・
ロ

X
卜

b

進行方向 ↑ 自 転車
オートバイ 古 一時停止 Y－



5第三者行為災害報告書（調査書） （報告書そのl) ●×
(報告書その1）

第三者行為災害報告書(調査書）

1あなたの氏名､住所及び職業等
フリガナ

男 I 女 生年月日 （ 歳）氏名

郵便番号住所

電話(自宅） (携帯）

勤務先職業

所在地 郵便番号

代表者(役職）電話 (氏名）

2事故発生年月日､場所及びその時の用務

場所

内容

3事故発生状況(あなた･相手方の行動･災害発生
原因と状況をわかりやすく記入してください｡）

~－
4現場見取図
道路方向の地名(至○○方面)､道路幅､信号､横断歩道、

ー■”9申b申守種｡碗｡画Q、●ー卓■~●ー画一■幸…､■~一一ー…山一ーー“一ぬ一､寧一■ー画

示

横断錦止里侶 号亜横断歩逆目
間臭騨fる胡函 ×

さ一時停止

5事故現場の状況(あなたが運転者の場合にのみ記入してください｡）

天 侯

見透 し

道路の状況

）

標
一
信
一
交

織
一
機
一
丘

号
一
通

6事故当時のあなたの行為､心身の状況及び車両の状況(あなたが運転者の場合にのみ記入してください｡）

心身の状況 I 正常 ｜いねむり｜ 疲労 ｜ わき見I病気（ ） ｜ 飲酒

あなたの行為 交差点における運行状況(信号機の場合（ )色で交差点に入った｡）

直前に警笛を 鳴らした鳴らさないI相手を発見したのは（

ブレーキを かけた（スリノプ かけない

速 k

犀司＝ヨ

)m手前

芳丙霜宗万~＝＝『雷E更『雷蕊雨

車両の状況

）

7災害調査を行った警察署又は派出所の名称

8災害発生の事実の現認者

氏名

警察署 係（派出所）

電話

郵便番号住所 ■■■■■
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6第三者行為災害報告書（調査書） （報告書その2） ●×
（報告書その2）

9あなたの自賠責保険(共済)及び任意保険(共済)に関すること(あなたが運転者の場合にのみ記入してください｡）

10あなたの運転していた車両(あなたが運転者の場合にのみ記入してください。）

11身体損傷及び診療機関

あなた側

部位､傷病名

相手側(わかっていることだけ記入してください.）

部位､傷病名

程度程度

診療機関名称診療機関名称

所在地所在地

12過失割合

私の過失割合は

（理由）

％、 相手の過失割合は ％だと思います。

13示陵について

！成立した 交渉中 I示談はしない｜示麟をする予定（ 年月 日頃の予定) I裁判の見込み（ 年月 日頃提瞬予定）

14損害賠償金の支払い

上記の記載内容は事実と相違ありません。

労働基準監督署長殿

平成 年 月 日

報告人氏名

事業場所在地

※調査者氏名

藷睾壼壼壼罵“ず鵠
(注意）

｢報告人氏名｣の欄及び｢代表者職氏名｣の欄は､記名押印することに代えて、自筆による暑名をすることができます。

【記載上の注意点】

1.事項を選択する場合は該当する事項を○で囲んでください。

2.2欄の事故発生場所は､○○町○○丁目○○番地○○ストア前歩道のように具体的に記入してください。

3.8欄は､警察へ届け出ていない等で事故調査が行われていない場合に､事故の発生状況のわかる人を記入してください。

4. 12欄は､あなたの判断に基づいて記入してください｡また､その判断の理由についても記入してください。

5. 14欄は､治療費､慰謝料､休業逸失利益､葬儀費等名目ごとに記入してください。

6.事業主の署名､捺印については､あなたが業務中に事故が発生した場合にのみ受けてください。
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自
賠
責

保険(共済)加入の有無 有・無

保険会社(農協） 名称 所在地

証明書番号

契約者氏名

保険(共済)金請求の有無 有・無

期間 ’
保有者氏名’ ｜契約者との関係’

任
意

保険(共済)加入の有無 有・無

保険会社(農協） 名称 所在地

証券番号

保険(共済)金額 対人’ ’ 万円

保険(共済)金請求の有無 有 ． 無

期間

契約者氏名 ’

車 種 大 普 特 自二 軽自 原付自 登録番号(車両番号）

運転者
の免許

有･無
免許の種類 免許証番号 資格取得 有効期限 免許の条件

年月 日 金額又は品目 名 目 年月 日 金額又は品目 名 ・ 目



第三者行為災害情報受付台帳

ヨ

識
川
坤
載
誠
麓
珊
顕
鑑
猟
ヰ
叶
誌
○

‐
］
画
心
０

受付番号 受付年月日 労峨保険番号 被災労倫者氏名 生年月日 索通別 災害発生年月日 3年経過日
求償嗣認年月日

(復命番号）
処理区分 保険給付状況区分 備 考

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）



保険給付（求償権取得・債権発生）通知書リスト
歳入徴収官 長殿 長

下記第一当事者（被災者）に対する保険給付により、下肥第二当事者淳に対する求償槽を取得しましたので．通知しま･ｵｰ。

処理区分

処理年月日

α〕

索
郵
蔀
卑
（
汁
虚
諦
罫
載
・
愈
燕
韻
肝
）
臨
習
聯
〕
Ｘ
テ

０
］
画
函
０

○

受付番号 労働保険番号
生年月日

災害発生日

求償確鯉
年月日

第一当事者氏名 第二当事者氏名
自動軍

事故の別
業通別

第二当
事者数
3年経過日

給付状態

再発状態
累積給付額

差し控え

の事由



保険給付(求償権取得・債権発生）通知書
瀬入徴収官 長殿 長

下肥第．--当事者（被災者）に対する保険給付により、下肥第二当事者等に対す．る求償権を取得しましたので、通知します。

受付番号 第一当事者氏名 第二当事者氏名

労働保険番号 第…当事者生年月日 給付基礎日額

災害発龍年月日 災審発生場所 自動車事故の別 <0

索
癖
蔀
牟
（
升
癒
蘓
罫
載
・
珂
諦
説
併
）
飾
習
聯
○

‐
』
軌
の
‐

給付種別 区分
データ受付番号一追回番号
年金鉦書番号

労災保険給付額
支払年月日 労災保険給付内容 等級号 受給者名

続柄
受給権者番号



10 （様式第1号）念書（兼同意書）●×

念書 （兼同意書）

様式第1号

1上記災害に関して、労災保険給付を請求するに当たり以下の事項を遵守することを誓
約します。
（1）相手方と示談や和解(裁判上･外の両方を含む｡以下同じ｡）を行おうとする場合は必ず前もって
貴職に連絡します。
(2)相手方に白紙委任状を渡しません。
(3)相手方から金品を受けたときは､受領の年月日、内容､金額(評価額)を漏れなく、
かつ遅滞なく貴職に連絡します。

2上記災害に関して、私が相手方と行った示談や和解の内容によっては、労災保険給付を受け
られない場合や､受領した労災保険給付の返納を求められる場合があることについては承知しました。

3上記災害に関して、私が労災保険給付を受けた場合には、私の有する損害賠償請求権
及び保険会社等(相手方もしくは私が損害賠償請求できる者が加入する自動車保険・自
賠責保険会社(共済)等をいう。以下同じ。）に対する被害者請求権を、政府が労災保険
給付の価額の限度で取得し、損害賠償金を受領することについては承知しました。

4上記災害に関して､相手方､又は相手方が加入している保険会社等から、労災保険に先立ち、
労災保険と同一の事由に基づく損害賠償金の支払を受けている場合､労災保険が給付すべき額
から､私が受領した損害賠償金の額を差し引いて、更に労災保険より給付すべき額がある場合
のみ､労災保険が給付されることについて､承知しました。

5上記災害に関して､私が労災保険の請求と相手方が加入している自賠責保険又は自賠責共済(以下
「自賠責保険等｣という。）に対する被害者請求の両方を行い、かつ、労災保険に先行して
労災保険と同一の事由の損害項目について、自賠責保険等からの支払を希望する旨の意思表示
を行った場合の取扱いにつき､以下の事項に同意します。
（1） 労災保険と同一の事由の損害項目について、自賠責保険等からの支払が完了するまでの間
は､労災保険の支給が行われないこと。

（2） 自賠責保険等からの支払に時間を要する等の事情が生じたことから、自賠責保険等からの
支払に先行して労災保険の給付を希望する場合には、必ず貴職及び自賠責保険等
の担当者に対してその旨の連絡を行うこと。

6上記災害に関して、私の個人情報及びこの念書（兼同意書）の取扱いにつき、以下の
事項に同意します。

（1） 貴職が、私の労災保険の請求、決定及び給付(その見込みを含む。 ）の状況等に
ついて､私が保険金請求権を有する人身傷害補償保険取扱会社に対して提供すること。

（2） 貴職が､私の労災保険の給付及び上記3の業務に関して必要な事項(保険会社等から受けた
金品の有無及びその金額･内訳(その見込みを含む｡）等)について､保険会社等から提供
を受けること。

（3） 貴職が、私の労災保険の給付及び上記3の業務に関して必要な事項(保険給付額
の算出基礎となる資料等）について、保険会社等に対して提供すること。

（4） この念書（兼同意書）をもって（2）に掲げる事項に対応する保険会社等への同
意を含むこと。

（5） この念書(兼同意書)を保険会社等へ提示すること。

平成 年 月 日

労働基準監督署長殿

請求権者の住所

氏名 印
（※請求権者の氏名は請求権者が自署してください。 ）
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災害発生年月日 平成 年 月 日 災害発生場所

第一当事者(被災者)氏名 第二当事者(相手方)氏名



(様式第2号(4)）第三者行為災害による損害賠償の請求について●▲

平成 年 月 日

第三者行為災害による損害賠償の請求について

ll

様式第2号(4)

御中

労働局労災補償課
－

鯖求金額

算定基礎内訳①(全事案について記入） 算定基礎内訳②(自賠責単独以外の事案について配入）

算定基礎内訳③(自賠責及び任意一括の場合について記入）
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被災者氏名 相手方氏名 災害(事故)発生日 平成 年 月 日

保険(共済)契約者氏名 保有者氏名 契約者との関係 （ ）

証明書番号又は 自賠責

任意

管轄店

(農協）

腫因自動車 畳峰審号又は車両番号 相手方と保有者との関係

診療機関 名称 所在地

被災者の傷病の部位及び傷病名 ’

労災保険給付額

(A)
労災保険給付内容

支払

年月日

療養(補償)給付
目

至 （ 日分）

休業(補償)給付
給付基礎日額

（ 円）

自
至

（ 日分）

傷病(補償)年金 第級 号

一一〃且手

呼声、T飼

倦)給付

年金

一時金

飼払一時金

第級 号

▲一■竺竺■一

廻曝{翻

償)給付

年金

一時金
一

前払一時金

一

受給者名 続柄

葬祭(料)給付
受給者名 統柄

介護(補償)給付

前回鯖求時までの額 ＞震く
計(1) (A) ＞＜ ＞震く

その他の人的損盲(慰閉料等） 二＝三 ＞＜こ
計(2) ＞＝＜ _一二 ＞雲く

被災者の損害額

(B)

相手方(あなた側)の

損害額(C)

被災者の労災保険給付
以外の損害踏償受飼済囲

(D)

(1) (B) (C) (D)

(2) (B) (C) (D)

(被災者①／相手方②）
披災番の過失相段後の
損寄圃((B)×(E画

(F）

被災者の購求可能額
((FJ(C)×(Em-(D>）

(G）

／
省
略

政府の求侭侭獲“）

且G)のうち少ない額

(H)

前回までの購求金額

(I)

今回購求金顔

((Hト(､）

(J)

自賠責保険
(共済)金額(K)

①1麺万円 邸6万円 ③その他
示陵煙豆廿匪製軽(L）

求償可能限度額((K)KU) (M) 円

請求金額(N) 円

備
考

連
絡
等
事
項

労災給付 ◎：鰄中○完了’ 保険関係 I ◎自賠責一○任意○任意一括○非該当

担当者氏名( OOOOO 印）

電賭番号 （ ×× 一××××－××××）



12 （様式第3号）交通事故発生届

交通事故発生届（ ｢交通事故証明書｣が得られない場合）
様式第3号

平成 年 月

労働基準監督署長

届出人

日

殿

氏名 ③
住所

［注意］

1．警察署への届出をしなかった等のために「交通事故証明書」の提出ができない場合に提出してください。

2．①及び②の「車両登録番号」及び「自賠責保険証明書番号」の欄には、交通事故発生時において、被災者又は第
三者が乗車していた車両に関する事項を記載してください。
3．⑨の「事業場の名称」及び「代表者職氏名」の欄には、⑨の第三者が業務中であった場合のみ⑨の第三者の代表

者の証明を受けてください。

4．⑦、⑧及び⑨の「氏名」の欄、⑨の「代表者職氏名」の欄及び「届出人氏名」の欄は、記名押印することに代え

て、自筆による署名をすることができます。
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当
事
者

（
被
災
者
）

①
第
一
当
率
者

（
相
手
方
）

②
第
二
当
事
者

氏 名

住 所

車両登録番号

氏 名

住 所

車両登録番号

（ ） 歳

TEL

自賠責保険証明書番号

（ ） 歳

TEL

自賠責保険証明書番号

③事故発生日時 平成 年 月 日 午前 午後 時 分

④事故発生場所

⑤災害発生状況

⑥ 「交通事故証明書」
が得られない理由

（
被
災
者
）

⑦
第
一
当
事
者

上記⑥の理由により、 l交通事故証明書」は提出できませんが、事故発生の事実は上記①～⑤に記載

したとおりです。

平成 年 月 日

氏名

住所

、

⑧
目
撃
者

上記①～⑤に記載された事故を目撃したことを証明します。

平成 年 月 日

氏名

住所

TEL ( )

③

（
相
手
方
）

⑨
第
二
当
事
者

上記①～⑤に記載された事故により①の者に損害を与えたことを自認します。

平成 年 月 日

氏名

住所

TEL

事業場の名称

③

7霊燕罵 『



13 (様式第4号）第三者行為災害報告書の提出について（依頼）●▲

様式第4号

平成 年 月 日

殿

労働基準監督署

第三者行為災害報告書の提出について（依頼）

にお

との間に発生した災害（事故）に関しまして、いて､あなたと

から労災保険給付の請求がありました。この度

つきましては、本件災害の発生状況等について、お忙しいところ大変恐れ入りますが、

別添報告書を平成 年 月 日までに御回答くださいますよう､よろしくお願いいたします。

上記の期日までに御回答いただけなかった場合は、相手方の申立てによって本件災害

の過失割合等が決定されることがありますので、念のために申し添えます。

また、政府による労災保険給付があなたの損害賠償より先に行われると、あなたが行

うべき損害賠償を結果的に政府が肩代わりした形になります。この場合、労災保険法第

12条の4第1項の規定により、政府はあなたが損害賠償責任を負う範囲内で労災保険

給付に相当する額をあなたに請求する場合がございますので、ご留意ください。

郵便番号

住所

電話番号

労働基準監督署担当者 印
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14 （様式第5号）労働者災害補償保険の保険給付についての通知及び

損害賠償等についての照会●▲

様式第5号

平成 年 月 日

□

御中
労働局労災補償課

労働基準監督署

労働者災害補償保険の保険給付についての通知及び損害賠償等についての照会

上記第一当事者(被災者)の第三者行為災害に関し、自賠責保険(共済)及び自動車保険(共済)におい

ていかなる処理がなされたか等について承知したいので､労災保険給付予定を通知するとともに照会します。

なお､御回答は平成年月 日までにお願いします｡その際､全ての事項について回答できない

場合には､回答できる事項から順次御回答願います。

1.通知事項

保険給付予定

平成年月 日予定

対象期間(療養､休業のみ）

円療養、休業、障害、傷病、遺族、葬祭、介護

年月 日～平成年月 日）

年月 日～平成年月 日）

療養（平成

休業（平成

2.照会事項

イ別紙回答書の事項

ロ別紙回答書のうち5.過失割合に対する意見及び判断の根拠を除いた事項

（○で囲んだ方について御回答願います｡）

なお、自賠責保険(共済)又は自動車保険(共済)の保険金､共済金､損害賠償額､仮渡金又は内払金

の支払に先立って､上記保険給付を行った場合には､労働者災害補償保険法第12条の4の規定により､貴

殿に対し求償致しますことを念のため申し添えます。
一一一一ターターターターターターター一一一一一一一一一一一一一－一一一一”一ターターターク一一一一一一一一一一

(所在地）(郵便番号）

(電話番号） (AX)

(担当者） 印
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第一当事者(被災者）

氏名

住所

歳

事故年月日 場所

第二当事者(相手方)氏名 契約者氏名 登録番号(車両番号）

自賠責保険(共済)･征明露号 自動車保険(共済)･証券番号



15 (様式第6号）損害賠償等につき回答●×

様式第6号

平成 年 月 日

労働局長 殿

労働基準監督署長 殿
会社名
(共済連名）

責任者氏名 印

担当者氏名 印
一

T
ー

住所

電話 一 ■■■

損害賠償等につき回答

記第一当事者(被災者)に関する により照会の件につき､下記のとおり回答します。

1．自賠責保険(共済)に関する事項 2.任意保険(共済)に関する事項

3.共通事項

ロイ.保険金等が支払われている場合
（内訳は別紙又は任意保険の損害額積算明細書写し等記載のとおり）

口口.保険金等の請求があるも未払いのとき

ロハ.保険金等の請求がない。

4.示談

口有（示談成立年月日：

5.過失割合に対する意見及び判断の根拠

（意見） 第一当事者(被災者）

（根拠）

)． 、無

第二当事者(相手方） ％％

上記3.イについては､内訳が明らかなものについて裏面に記入してください。

なお､内訳が不明な場合であっても､裏面の｢ｷ臆考｣又は｢ｸ)特記事項｣にその旨を記入してください。

上記4.及び5.については､任意保険(共済)(任意一括を含む｡)の場合にのみ記入してください。

上記4.について示談が締結された場合には示談書の写しを添付してください。

上記5.については必要に応じ資料を添付してください。

｢責任者氏名｣欄及び｢担当者氏名｣欄は､記名押印することに代えて､自筆による署名をすることができます。

宛名の下線部には､行政からの送付文書に記載された労働局又は労働基準監督署名を記載してください。

注: (1)

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

２
３
４
５
６

く
く
く
く
く
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第一当事者(被災者） 事故発生年月日

保有者 証明番号

調査事務所(共済連）

調査事務所受付番号

仮渡金の支払の有無 に 有（ 円)．、無‘、、、

被保険

（共済）者

氏名

住所

証券番号

保険会社事故番号’

支払予定年月日 支払予定金額 円

支払予定が未定の場合にはその理由

(支払予定がない場合にはその理由）



15 (様式第6号）損害賠償等につき回答(裏面） ●×

式第6号裏面保険金等が支払われている場合の内訳

(注） 1. 「後遺障害｣にかかる｢⑪慰謝料等｣には､慰謝料のほか家屋改造費を含むものである。

2. 「エ)支払対象期間｣には､始期と終期を明記すること。

3. 「オ)支払年月日｣には､複数回支払を行った場合に最初の支払日と最終の支払日を明記し､備考欄に支払回数を記入すること。

4.｢ｳ)支払額｣には､原則として､①～⑭の各項目別に､過失割合適用後の支払額を記入すること。

ただし､過失割合適用後の各支払額が記載困難な場合は､⑮ｱ)欄に｢過失割合減額分｣等と記載の上､⑮ｳ)欄に過失割合分

の控除額を負の整数で記載すること。

5.労災給付済額を把握している場合であっても、｢ｲ)損害額｣には原則として計上しないこと。

計上する必要がある場合には､内訳がわかるよう､｢ｲ)損害額｣の下段に()で労災給付済額を記入すること。

6.｢ｸ)特記事項｣には､各｢ｷ)備考｣に記載しきれない情報等について､①～⑯とｱ)～ｷ)の対応番号を明記の上､記載すること。

7.本内訳書の内容を網羅する場合は､別途の資料により本内訳書に代えても差し支えない。
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ア）損害の
種 類

イ ）損害額 ｳ ）支払額 エ）支払対象期間 オ）支払年月日 力）受領者 キ ）備考

①治療費
円

年 月 日～

年 月 日

（ 日）

年 月 日～

年 月 日

②文書料
円

年 月 日～

年 月 日

（ 日）

年 月 日～

年 月 日

③看護料
円

年 月 日～

年 月 日

（ 日）

年 月 日～

年 月 日

④諸雑費
円

年 月 日～

年 月 日

（ 日）

年 月 日～

年 月 日

⑤通院費
円

年 月 日～

年 月 日

（ 日）

年 月 日～

年 月 日

⑥

休業損害

日額
（ 円 円

年 月 日～

年 月 日

（ 日）

年 月 日～

年 月 日

⑦慰謝料
円

年 月 日～

年 月 日

⑧ その他費用
円

年 月 日～

年 月 日

（ 日）

年 月 日～

年 月 日

⑨
｜
⑩
｜
⑪

後
遺
障
害

逸失
利益

介護料

慰謝料等

円

円

円

年 月 日～

年 月 日

年 月 日～

年 月 日

年 月 日～

年 月 日

⑫
｜
⑬
｜
⑭

死
亡

逸失
利益

慰謝料

葬儀費

円

円

円

年 月 日～

年 月 日

年 月 日～

年 月 日

年月 日～

年 月 日

⑮
円

年 月 日～

年 月 日

⑯
合計

(うち労災給付額） 円



16 (様式第7号）損害賠償等についての照会に対する回答の提出について●▲

様式第7号

平成 年 月 日

御中

労働局労災補償課

労働基準監督署

損害賠償等についての照会に対する回答の提出について

平成年月 日付け により照会した第一当事者（被災者）

に関する件につき、貴殿の御回答がいまだ本職あて提出されてお

らず、労災保険の事務処理に支障を来しております。

ついては、 平成年月 日までに必ず御回答下さるよう重ねてお願い申し上げ

ます･

また、全ての事項につき回答ができない場合には、回答できる事項から順次御回答願い

ます。

本件につきましては何か御不明な点等ありましたら、下記まで御照会ください。

(連絡先）

労働基準監督署 （担当者） 印

(TEL) (AX)

なお､過失割合に対する第一当事者(被災者)の主張は､第一当事者(被災者） ％、

第二当事者(相手方） ％となっておりますが、上記期限までに御回答のない場合に

は、当方が判断する過失割合に基づき事務処理を行う場合があることを念のため申し添え

ます。

‐164‐



17 (様式第8号）損害賠償請求の予告について●×

平成 年 月

損害賠償請求の予告について

様式第8号

日

殿

労働局労災補償課

上記被災者に対し、労災保険給付を行ったので、労働者災害補償保険法第12条の4の規定

に基づき、保険給付額を限度として貴殿に請求することとなりますのであらかじめ通知いたします。

なお、請求金額は別添（様式2号(4)）のとおりとなり、本予告日より概ねlか月後を目処に、

納入の告知を以て請求を行うこととなりますが、被災者の損害賠償金受領状況等を踏まえ、請求金額

については増減する可能性がございますのでご承知ください。

また、被災者の保険給付が継続中の場合には、下記の対象期間以降の保険給付分に係る損害賠償請求

については、別途事前予告の上、請求することとなりますので念のため申し添えます。

この件につきまして何力御不明な点等ありましたら、下記まで御照会ください。

(連絡先）

労働局労災補償課 (担当者）

(TEL)

印

ツ

‐165‐

被災者氏名 相手方氏名

災害の種類 災害発生年月日



18 （様式第11号）第三者行為災害処理経過簿○

鎧第11号

||ll l l l l l l l l

、

‐166‐

受付番号

受卜i年月日
労鋤果険番号

廃品 舟■ Wq “B砂 R魯与

災害発生日時

災害発鍔訴

第一当事者〈樋猪） 第二当事者噸手方）

氏名

住所

所属事業場

所在地

f潅職氏名

事業主責任の有無

鳥息

鮨

p■可

勘

管噸蘂

所在地

証明書番号

保険〈共済)契約者

|：

|：

りぁ

照会年月日

I剰演は鞠金Z波払

督促年月日 回答年月日

自
＝

…名

所在地

証券番号

骨骨
Jロ

磯

保険(共済)契約者

保険(共淘金額

照会年月日

保険供濁金厩波払

対人（ ）円

督促年月日 回答年月日

第三者行為災害報告誉 送付 回答

実
地
調
査

対象

調査年月日

復命書番号

被災者 相手方

受付書類

第三者↑竜，砦届

交通…書

念書

初回通知年月日 最新通知年月日

備考



18 （様式第11号）第三者行為災害処理経過簿(裏面） ○

相手方区分

01第二当事者本人

04使用者

自賠責保険会社（共済）

運行供用者

03任意保険会社（共済）

06その他

⑤
全
５

０
０

‐167‐

年月日
毎一÷

8鄙〃"空 処琶軽過 ユーザID

争｡■



19 （様式第13号）労働者災害補償保険の請求についてのお知らせ●▲

様式第13号

平成 年 月 日

御中

労働基準監督署
－

労働者災害補償保険の請求についてのお知らせ

上記第一当事者(被災者)の第三者行為災害に関し､労災保険給付の請求がありましたので、

今後、当該第一当事者は労災保険給付を受ける可能性があることをお知らせいたします。

なお､今後これ以外にも請求のある給付の種類は増える場合があります。

請求のあった労災保険給付(該当するものに○）

イ療養(補償)給付

ロ休業(補償)給付

ハ障害(補償)給付

二遺族(補償)給付

ホ葬祭料(葬祭給付）

へ介護(補償)給付

(所在地）(郵便番号）

(電話） (AX)

労働基準監督署(担当者） 印

‐168‐

第一当事者
(被災者）

氏名

住所

男・女 歳

事故年月日 場所

人身傷害補償

保険契約者氏名

人身傷害補償

保険証券番号

第一当事者方

登録番号(車両番号）



－L－－

20 （様式第14号）労働者災害補償保険の給付状況等についての照会

様式第14号

平成 年 月 日

労働基準監督署長殿
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

会社名

責任者氏名

担当者氏名

印

印

労働者災害補償保険の給付状況等についての照会

上記第一当事者(被災者)の第三者行為災害に関し､現時点における労災保険給付に係る支給

決定及び給付状況について照会します(社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます｡）。

なお、御回答は平成 年 月 日までにお願いします。

(郵便番号） (所在地）1■■■■■

(電話） (FAX)1■■■■■ 。■■■■■ I■■■■■
ー

(管轄店名） (担当者氏名）

※宛名の下線部には､行政からの送付文書に記載された労働基準監督署名を記載してください。

’

‐169‐

第一当事者
(被災者）

ﾌﾘｶﾞﾅ
氏名

住所

男・女
生年
月日

大正

昭和

平成

年 月 日

事故年月日 平成 年 月 日 場所

人身傷害補償

保険契約者氏名

第一当事者方

登録番号(車両番号）



21 （様式第15号）労働者災害補償保険の給付状況等についての回答●▲

様式第15号

平成 年 月 日

□

御中

労働基準監督署
一

労働者災害補償保険の給付状況等についての回答

上記第一当事者(被災者)に関する平成 年 月 日付け文書により照会の件に

つき、下記のとおり回答します(社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。）。

記

1支給決定済みのもの(平成

（1）支払済みのもの

イ療養(補償)給付計

ロ休業(補償)給付計

年 月 日現在）

円（対象期間平成 年 月 日～平成 年 月 日）

円（対象期間平成 年 月 日～平成 年 月 日）

うち休業実日数 日分、給付基礎日額 円）

円年 金 （平成 年 月分～平成年 月分）

円一時金･年金（平成 年 月分～平成年 月分）

円一時金･年金 （平成 年 月分～平成年月分）

円

円（対象期間平成 年 月分～平成 年 月分）

傷病(補償)年金計

障害(補償)給付計

遺族(補償)給付計

葬祭料(葬祭給付）

介護(補償)給付計

ノ、

一
一

ホ
ヘ
ト

(2)支給決定は行ったが、いまだ支払っていないもの(2回目以降の年金給付を除く。）

（補償)給付 円(平成 年 月 日支給決定､平成 年 月 日支払予定）

2請求があったが支給決定をしていないもの(平成 年 月

イ療養(補償)給付（対象期間平成 年 月 日～平成年 月

ロ休業(補償)給付（対象期間平成 年 月 日～平成年 月

ハ障害(補償)給付

二遺族(補償)給付（一時金･年金）

ホ葬祭料(葬祭給付）

へ介護(補償)給付（対象期間平成 年 月分～平成年 月分）

（担当者氏名） 印 （電話）

日現在）

日）

日）

‐170‐

第一当事者(被災者） 事故年月日



22第三者行為災害届（派遣労働者の業務災害） （直接の加害行為がない場合） ●

（1/2枚目）

第三者行為災害届 （派遣労働者の業務災害） （直接の加害行為がない場合）

平成 年 月 日

労働者災害補償保険法施行規則第22条の規定により届け出ます。

ググーゴー‐‐‐、、、 保険給付請求権者

／''署受付日付､､、 住所
郵便番号（ ）

ノ

貿駕 ③
/

、

、

‐－－－‐一一
、 一
、 ク

ク

ク

電話 （自宅）
労働基準監督署長殿

（携帯）

1第一当事者(被災者）
プリガナ

氏名 （男・女） 生年月日

2第一当事者(被災者)の所凪事巣増

労働保険番号

電話 一
－

ﾉTｲ主
－

(氏名）

3災害発生の日時､場所

日司蒔 平

4第二当事者（派遺先事巣主）
〔わかる範囲で記入してください． ）

電話 一 ー

■■■■■■Ⅱ

(氏名） (氏名）

5災害の現淫者
プリガナ

一

6災害発生状況

災害発生原因と状況をわかりやすく記入してください。

7現場見取り図

図があった方がわかりやすい場合は、災害発生現
場の見取り図を記入してください。

唖

■■■

場

一
一

I

‐171．

府県 所掌 管轄 基幹番号 枝番号
■
●
●
●
②
毎
“
●
●
●
寺
■

●
■
■
●
■
■
●
●
。
●
■
■

●
■
■
争
●
。
■
■
●
●
●
◆



22第三者行為災害届（派遣労働者の業務災害） （直接の加害行為がない場合） ●

（2/2枚目）

8身体損傷及び診療機関

9示談について

イ示談が成立した。 （ 年 月 日）

ハ示談はしない。

ホ裁判の見込み （ 年 月 日頃提訴予定）

10損害賠償金の支払い

交渉中
■

示談をする予定 （ 年 月 日頃予定）

ロ

二

11その他

災害発生原因の過失割合などについて申し立てる事項がある場合には記入してください。

三者行為災害届を配鮫するに当たっての注意事項

1すみやかに提出してください。

なお、不明な事実がある場合には、空欄とし、提出時に申し出てください。

2第一当事者（被災者） とは、労災保険給付を受ける原因となった業務災害を被った者をいいます。

3災害発生の場所は、○○町○○丁目○○番地○○工場内のように具体的に記入してください。

4第二当時者（派遣先）側と示談を行う場合には、あらかじめ書簡労働基準監督署に必ず御相談ください。示談の内容に

よっては、保険給付を受けられない場合があります。

5損害賠償金を受領した場合には、損害賠償の名目を問わずすべて記入してください。

6 この届用紙に書ききれない場合には、適宜別紙に記載してあわせて提出してください。

7 「保険給付請求権者の氏名」の欄及び「事業主の氏名」の欄は、記名押印することに代えて、自筆による署名をするこ

とができます。

‐172‐

私（被災者）側

部位・傷病名

程 度

診療機関名称

所在地

受領年月日 支払者 金額・品目 名 目

事
業
主
の
証
明

1欄の者については、 2～4欄、 6欄及び7欄に記入したとおりであることを証明します6

平成 年 月 日

事業場の名称

事業主の氏名

(法人の場合は代表者の役職・氏名）



23第三者行為災害報告書（調査書） （派遣先） （直接の加害行為がない場合） ●

第三者行為災害報告書（調査書） （派遣先） （直接の加害行為がない場合）
平成 年 月 日

1派遺先の名称等

労働保険番号

電話

1 1■■■■

所属部. '

(氏名）(氏名）

2事故発生年月日､場所

時午も日日照

3災害の現麗者
フリガナ 電話鰯

一
一

一
一

便社 ■■■■■

5現場見取り図

図があった方がわかりやすい場合は、災害発生現
場の見取り図を記入してください。

4事故発生状況

災害発生原因と状況をわかりやすく記入してください。

■■■
■■■■■ﾛ■■■■■■■
■■■■ﾛ■■■■■■■■
■■■■■■ﾛ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■ﾛ■■■■■■■

派遣先労働者の身体損傷及び診調幾関(相手方） （わかっていることだけを記入してください｡）6

8損害賠償金の支払い7示談について

イ示談が成立した。 （ 年 月 日）
ロ交渉中
ハ示談はしない。
二示談をする予定 （ 年 月 日頃予定)
ホ裁判の見込み （ 年 月 日頃提解予定）

9その他9その他
災害発生原因の過失割合などについて申し立てる事項がある場合には記入してください。

【過失割合】

私の過失割合は ％、相手（派遣労働者）の過失割合は ％だと思います。

上記の記載内容は事実と相違ありません。
労働基準監督署長殿 派遣策の事業の名称

事業場所在地

事業主の氏名 ③

（法人の場合は代表者の役職・氏名）

（注） 『事業主の氏名」の欄は、記名押印することに代えて、自篭による署名をすることができます｡

‐173‐

府県 所掌 管轄 基幹番号 枝番号
◆

■

■

●

●

●

■

■

■

◆

④

一

①

●

●

■

■

●

●

●

旬

等

？

弓 § 目 g
； § § i
§ § 弓 g

二 §■ ■

■ ■

由
申
の
①
●
■
■
。
◆
■
冒

●

句

■

今

争

■

■

●

●

●

●

己

派1 3労働者

部位・傷病名

程 度

診療機関名称

所在地

年月 日 金額・品目 名目



合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する内閣府令様式

(1/13枚目）●

24

様式第1号（第4条関係）
（表）

損害賠償請求書
※（ 都道府県）恥 （ ）

‐174‐

防衛局長

東海防衛支局長
殿

下記により、合衆国軍隊等の行為等による損害の賠償を
請求する。

平成 年 月 日

謂求者
ふりが毬

住所

ふザぷな

氏名

被害者との綬柄 r

被害者

氏名及び生年月日： 年 月 目 男 女

ふりがな

住所：

本籍地： ．

職業： 既往の身体減害又は異状：

事故の概要

事故発生日時g平成 年 月 日

ふ り 鋲 な

事故発生場所：

加害者、事故の状況等

前
後 時 分

請求額

療養賠償￥ 葬祭料￥

休業賠恢￥ 慰謝料￥

障害賠賦￥ 財産賠償￥

遺族賠償
及び遺湊旅費

△
￥ ロ 計￥

上記講求額の
う
に
金

ち他から既
受領した

額

損害保険金
労儀基錨法

労儀者災害補償保険法
健康保険法

￥
￥
￥
￥

金 額

く
く
く
く

支給機関 金 額 支給擬関金

１
１
１
１

》
蹄
鈍
器

￥
￥
￥
￥

ｊ
ｌ
ｊ

く
く
く

遺 族

氏 名 生年月日 被害者との続柄 住 所

証 人

氏 名 生年月日 住 所

添付書類

備 考



合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する内閣府令様式

（2/13枚目）

24

(裏）

1． 錆求者は､事故発生場所を管轄する地方防衛局長(事故発生場所が東海防徳支局の管鰯区域内にある場合にあっては、

東海防繕支局長）へ提出するのですが、特別の理由があるときは、あなたの住所地を管鰯する地方防衛局長（あなたの

住居地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあっては、東海防衛支局長）を経由して提因することができます。

2． 代理人により賠償を鯆求するときは、代理人に賠償の請求及び賠償金蝉の受領を委任する委任状を請求書に添付して

ください。

3． 購求書には、吹表に掲げる書類を添付してください。なお、必要に応じ地方防衛局長又は東海防衛支局長が要求する

書類を提出してください。

4※印の箇所には、記入しないでください。
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賠償の別 賠償の内容 請求書に添付する書類

一

療養賠償

合衆国遼隊等の行為等により負傷

し、又は病気にかかったため、そ

の療養の費用を請求するもの

療養の内容を記載した医師の征明書、療養費の内容を明らかに

することができる錆求書、領収書等及び療養雑費の内容を現ら

かにする資料

休業賠償

合衆国露隊等の行為等により損害

を受けたため、得ることができな’

い業務上の収入を請求するもの

勤務先の給与額証明書（給与所得者以外の者は、税務署の所得

金額証明書）

勤務先の療養欠勤中における支給給与額の証明書

休業証明書（給与所得者のときは勤務先の代変者、その他の者

は市町村長等の証明書）

障害賠償

合衆国軍隊等の行為等により負傷

し、又は病気にかかり、治ったと

きなお身体に障害があるときに請

求するもの

身体障害の程度を認載した医師の証明書

勤務先の給与額証明書（給与所得者以外の者は、税務署の所得

金額証明書）

遺族賠償及

び遺族旅養

葬祭舞

合衆国軍隊等の行為等により死亡

したときに請求するもの

死亡診断書

勤務先の給与額誰明書（給与所得者以外の者は、税務署の所得

金額証明書）

戸籍謄本

葬祭料の内容を弱らかにする資料

財産賠償

合衆国軍隊等の行為等による不動

産及び動潅の損害を謂求するもの

財産損害申告書及び次の書類

イ修理可能のとき信用ある業者の修理見積内駅書又は既

に修理したときはそれに要した額を証明する領収書及びそ

の内駅書

ロ修理不可能のとき信用ある業者の再取得又は再建築見

積内駅書

ハ登肥簿謄本等
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様式第2号（第5条関係）

書式C-7
Form C-7

損害賠償請求通知及び事故発生証明書
CLAIMENOTICE/INCIDENTCERTIFICATE

UNDER

ARTICLEXm, STA1USoFFORCESAGREEMwT

日付
Date:

司令官殿 賠償将校気付
TO:CommandingOfficer ATTN:ClaimsOfficer

爾蔀霞重重了壼孟K－丁X両ApO-FPO

発
FROM:

防衛局長
東海防衛支局長
General, RegionalDefenseBureau
TbkaiDefenseBranch

Ｐ
Ｄ

ｒ
ｒ
Ｏ
Ｏ
ｔ
ｔ
ｃ
ｃ
ｅ
ｅ
ｒ
ｒ

●
○
口
一
つ
つ
り
《

０
０

、

1.当方は、下記のとおりの請求を受理したことを通知する。
It isrequwstedthatthefolloeingU.S・ infomationbeforwadedtothisoffice:

a・請求者・被害者名
NameofClaimant/IIljuredPerson:

d.請求額
AIIIountofClaim:

療養賠償
MedicalTreatment

休業賠償

鍔雑ytoWork
雛臘雛鵠織費
BereavedFamilyand
TheirTravelexpenses
葬祭料
FUneralRites

慰謝料
Painandsuffering
財産賠償

潔｡rtyDamage

￥
￥
￥
￥

b・住所
Address:

￥
￥
￥

c・請求提出年月日
DateClaimFresented:

2.本請求は、下記の事故による。
Theclaimissaidtohavearisenfromthefollowinginciden［．

a・場所
Place:

b・日付
Date:

c､事故 （交通・暴行等）
潔厳ic,assault,etc):Type

｡､米側当事者
U.S・ Partylnvolved:

階級
Grade:

氏名
Name:

部隊
Unit:

軍別
Service:

証人
Witnesses:

氏名
Name:

住所
Address:

3.事故内容
Descriptionof Incident:
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認cざ_嬬註t'd)

4.下記の米側資料を当方へ提出することを要求する。
rt isrequestedthefollowingU.S. infbrmationsbeforwardedtothisoffice:

署名
Signature:

防衛局長
東海防衛支局長

General, RegionalDefenseBureau
rokaiDefenseBranch

Ｆ
３

ｒ
ｒ
Ｏ
Ｏ
ｔ
ｔ
ｃ
Ｃ
ｅ
ｅ
ｒ
ｒ

■
○
口
《
甲
○
一
■
《

、
、

FORU. S・ CLAIMS OFFICER

5.請求者・被害側当事者
Claimant/InjuredParty:

b.住所
AddreSs:

a､氏名
Name(Ifknown):

6.事故
Incident:

b・場所
Place:

a・日付
Date:

7.事故内容
Descriptionoflncident:

8.米側当事者
U､S. PartyInvolved:

b.階級
Grade:

a・氏名
Name:

c・所属部隊名
UniCorOrganization:

｡､軍別
Service:

9.証明
Certification: Date:

氏名・階級・部隊名
Name, GradeandOrganization:

署名
SignatUre:
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様式第3号（第6条関係）

書式C-1
FomC-1

損害賠償請求受理通知書
NOTIHCATION(XRECEIPTOFCLAIM
MESENTEDUNDER

ARTIq,EXm,STATUSOFFORCESAGREEMaIT

l.請求者氏名
Claimant:

2.整理番号
FMeNumber

3.請求者住所
Claim8nt'sAddress

4.請求額
AmountClamed:

a・療養賠償
WdicalTreamem ¥

b.休業賠償
InabilitytoWork ¥

c,障害賠償
PhysicalHandicap ￥

d遺族賠償及び遺族旅費
BereavedFamilyand
themTmvelExpenses ¥

e・葬祭料
RmeralRites ￥

f慰謝料
"mandSufIbring ¥

g･財産賠償
H"erWDama" ￥

合計
Total ¥

5.事故発生場所
HaceofAccident

6.事故発生年月日
DatcofAccident

7.請求提出年月日
DateClaimResented

8.当事者
PartiesInvolved:

a,米側当事者

b総磯溌者
InjuredWrty:

9.事故内容
DescriptionofAccident

1Q証明
Justification:

上記損害賠償請求は， 日本政府によって十分に考慮され，かつ，地位協定第18条に基づいて受理できるものと
認める。

ThefbrCgoingClaimhasbCenlilllyconsideredWtheJamneseGovemmentandisdeemedacceptable

I"M~"an｡｡rcesA…“ 日付
Signture: DaE:

防衛大臣
Minifterof恥企､巽
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様式第4号（第6条関係）

書式C-2
FolmC-2

公務上 ． 外の証明書
mTFICATEOFS…OFEW｣OfWNT

UNDER

ARTICLEXm,STATUSOFFORCESAGR匪娠NT

2.整理番号
FileNumber

l.諦求者氏名
Claimant:

4.事故発生場所
Place㎡Accident

3.請求者住所
CInimant'sA"ress

6.請求提出年月日
DatCClaimResented

5．事故発生年月日
Date城Accident

日本国の自衛隊，構成員又は被用者（該当する箇所
にxを記入すること。）

JapaneseSelfDef匂DseF"cespMem"rorEmplWee:

聯繩繍block)
MemberofSelfDefbn"Forces

自衛隊の被用者 、
EmplWeeofSelfDefenseForces

自衛隊
SelfDefenseFoI℃es

合衆国軍隊，構成員又は被用者（該当する箇所に×
印を記入すること｡）
U､S.AImedFbrces,Mem"rorEmplOyee:

琴鵜鍜縄搬ck)
MemberofAmledFor℃es

合衆国軍隊の文民（軍属）

灘晋鍜瀦敷護鶚睡露
JpaneseNationalCivnianEmplWeeofAImed
Forces

合衆国軍隊の第三国人被用者
OtherNationalCivilianEmployeeofAImed
Forces

合衆国軍隊
AnnedWrces

b7.a

□
□
□

□
□
□
□
□

日米共同

JOintJbpan-US.:c□

9.8.合衆国のために
FortheUni[dStates

b・日本国のために
ForJapan: .

署名
Signature:

署名
Siglature

氏名
Nnme

日付
Date:

日付
Date

■ ｰ

氏名・階級
NameandGrade

賠償部長
Chief;ClaimsDivision

防衛大臣
MinigterofDefnse
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様式第5号（第6条関係）

書式C-3
FormC-3

損害の原因確認書
…F皿皿nONOFCAUSATIONOFDAMAGES

UNDER

ARTICLEXm, STATUSOFFORCESAGRE…NT

1.請求者氏名
Claimant:

2.整理番号
FileNumber

3.請求者住所
CI2imant'sAmress

4.事故発生場所
PlaceofAccident

6.請求提出雫月日
DateClaimHesenEd

5.事故発生年月日
DateofAccident

7.当事者
Partieslnvolved

a､米側当事者
U.S.PaIW: .

b.被害側当事者
InjurmedParty;

8.十分考慮した結果，諦求者の損害は，下龍によって生じたことを双方が合意した。
Afierfilllconsidemtionitismutuallyagreedthatclamani'sdamageswerecaused:

□・撫講2頴雛繍纈嫌による。

□b響謡琵綴諦讐鯛職雛手による。
米側当事者の過失
U.S.ParW'sfEult

被害側当事者の過失
Injuredparty'sfault

上記以外の者の渦失
Faultofanother

□ c・米側当事者の作為又は不作為によらない。
BynoactoromissionofU.S."rty.

b.合衆国のために
FortheUnitedStgi"

9､a日本国のために

F"J8pan:

日付
Date:

署名

SiglanlI℃
署名
Signature:

日付
Dar

氏名
Name 氏名・階級

NameandGmde

賠償部長
qniefClaimsDivision

防衛大臣
MinisterofDefenSe
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様式第6号（第8条関係）

日付
Date:

防衛局長殿
東海防衛支局長

General, RegionalDefenseBureau
'IbkaiDefenseBranch

同 意 書
LETTEROFAGREEMENT

ｐ
ｒ

ｒ
ｒ
Ｏ
Ｏ
ｔ
ｔ
ｃ
Ｃ
ｅ
ｅ
ｒ
ｒ

●
も
０
今
●
毛
■
一

０
０

●
●Ｏ

ｍ
ｌ

平成 年 月 日
において発生した事故につき、地位協定第18条の規定に基づき賠償請求をしたが、その事故によるすべて
の損害に対する賠償請求の最終的解決として下記賠償金額を受領することに同意する。
なお、下記金額を受領の上は、いかなる理由でも今後本事故による損害について請求は行わない。

ｏ
ｎ

ｃ
Ｓ

Ｃ
Ｌ
９
ｅ

６
ｎ
ｔ
・
ｃ

Ｗ
ｎ
ｎ
ｅ
ａ

ｒ
ｍ
ｔ

ｏ
ｅ
Ｓ

《
ｒ
ｅ
ｍ

ｒ
ｕ

ワ
ｇ
ｃ

ｗ
△
Ａ
ｒ

○
・
１

℃
１
Ｓ
ｃ

ｅ
ｅ
０
ｂ
ｃ
Ｏ

ｒ
ｎ
ｎ

Ｄ
ｑ
○
ｃ
、
、

ｅ
Ｆ
ｒ
ｒ

ｎ
口
ｑ
ｅ

Ｏ
《
Ｉ
ｅ
０
ｑ

●
１
ｏ
ｒ
ｎ

ｔ
ｒ
ｕ

ｎ
ｓ
ｕ

ｅ
ｕ
ｃ
、
Ｌ

ｍ
ｔ
ｃ
、
１

ａ
○
・
ｌ

Ｓ
ｔ
Ｗ

ｅ
《
ご
ロ
Ⅲ

９
ｃ
で
１

ａ
ｅ
・
１

，
０
，
９
Ⅲ
．
ｔ

ａ
ｔ
Ｗ
ｎ

９
ｄ
ｕ

ｆ
－
ｔ
Ｏ
・

ｒ
ｏ
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皿
・
Ｅ

Ｏ
ｅ
ａ
ｎ

《
Ｉ
手
ｌ
０
ｕ
ｅ

Ｔ
１
．
１
０
ｑ
○
．
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丁
上
Ｃ
ｅ
・
ｌ

Ｏ
Ｖ
ｎ
ｔ
ｃ

ｏ
ｌ
ｖ
ハ
・
１
ａ
ｎ

ｔ
ｔ
・
ｌ

ａ
ｅ
ｅ
Ｓ

Ｓ
Ｔ
Ｌ
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ｈ
Ｓ

ｎ
ｃ
ｔ
ｅ
・
ｌ

ｅ
・
１
０
，
‐
、

ｐ
・
ｏ
Ｅ
ｆ
ｔ
ｔ

ｍ
ｒ
ｏ

Ｏ
Ａ
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Ｆ
茎
ｍ

ｃ
ｔ
ｏ
ｏ

《
ｒ
ｕ
ｒ

戸
Ｉ
○
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ｅ
《
ｒ

Ｏ
ｃ
Ｓ
ｇ
ｎ
質
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ｔ
ｎ
ｎ
ａ
ｎ

、
○
・
１
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Ｅ
・
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ｕ
・
１
ｓ
ｐ
Ｓ

ｏ
Ｓ
・
’
ｅ
・
１

凧
・
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ｃ
ｒ

ａ
ｖ
ａ
Ｃ
ａ

Ｏ
ａ

ｅ
ｒ
ｓ
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巾
ｐ
ｍ
叩
深

ｅ
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叩
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ｔ
ｈ
ｌ

ｐ
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ｃ
ｔ
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ｅ
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ｔ
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》

ｃ
ｒ
１
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ｃ
ｅ
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ａ
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ａ
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《
１

ｔ
Ｏ
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ｅ
‐
ｑ
ｏ
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ｅ
ａ
ｎ
（
Ｕ
ｃ
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ｒ
ｍ
ｅ
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ｅ
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ｇ
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ａ
ｎ
ｅ
ウ
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ｅ
１
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ｖ
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ｅ
ｔ
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ｐ
ｎ

ｇ
ｂ
０
Ｄ
ｔ
Ｏ
ｎ
ｔ

ｅ
ｅ
ｔ
Ｏ

ｒ
Ｓ
Ｓ
ｒ

ｅ
ａ
ｕ
Ｖ
づ

Ｑ
ｎ
０
ｎ
も
１
《
Ｉ
ｎ

ｌ
Ｌ
ａ

Ｆ
１
ｍ
ｕ
Ｔ
ｌ

・
１
戸
正
ｅ

ａ
０
Ｋ

・
１
ｎ
ａ

ｃ
’
１
、

賠償総額

TotalAnlountofCompensation: ￥

内訳
Breakdown

療蕊賠償
MedicalTreatment ￥

休業賠償
InabilitytoWork ¥

障害賠償
PhysicalHandicap ￥

遺族賠償及び遺族旅費
BereavedFamilyandtheirTravelExpenses ¥
葬祭料
FuneralRites ￥

慰謝料

PainandSuffering ￥

財産賠償
PropertyDamage ￥

署名

Signedby:
請求者
Claimant

住所
Address

本写しは正確であることを証明する。
Certifiedasatruecopy.

証明者名

Certifiedby:

防衛局長
東海防衛支局長

General, RegionalDefenseBureau
TokaiDefenseBranch

ｐ
ｐ

ｒ
ｒ
○
Ｏ
ｔ
ｔ
ｃ
Ｃ
ｅ
ｅ
ｒ
ｒ

●
も
８
－
●
℃
■
《

Ｄ
Ｄ
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様式第7号（第8条関係）

４
４
一
一
Ｃ
Ｃ
式
、
書
勵

支払報告聿冨
PAYWNTSTATMNT
UNDDER

ARTICLEXm, STATUSOFFORCESAGRFFMENT
日付
Date

償還請求のための損害賠償請求書一覧表
RequestListofClaims:

請求番号 番号
RequeStNumber Lme

ロ陸軍 口海軍
Amly Navy

口空軍
AirForce
－

1． 請求者氏名
Clamant:

2． 整理番号
FileNum"r:

4． 事故発生場所
PlaceofAccident

3． 請求者住所
Clama㎡sAddress

6． 諦求提出年月日
DateClaimPI巳sented

5． 蛎故発生年月日
DateofAccident

乳嬬艤織‘蠕議擬c薑篭窪幣競も蕊莞装鮮$鱸繍Mw, andotherpertmentdata)

9． 賠償金支払当局
AllthoriwA血kingAward:

8． 賠償金額 ・
AmountofAwald

10．賠償金支払年月日
DateofWymentofAward

11．米側償還金額
CertifiedAmountof"vmentDue

‐

homUnitedStates:

12.摘要
Remarks

13． 日本国のために
ForJapan:

1

昔希

；iglatu

14．別紙
Incl"Ures:

同意書

灘譽fA夢這…‘
Receipt
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様式第8号（第10条関係）

書式C-13
FormC-13

償還請求書
REIMBuRSMENTREQUEST
UNDER

ARTICLEXm, STATUSOFFORCESAGREEM"T

日付

Da腿：

在日米軍賠償部長殿

To:dlief;U.S.AmMxIF画じ輔CIaimSServicgJ叩”

請求番号

RemlegtNo

軍別

Sewice

損害賠償請求件数

Numb釘oflndMd“lClaims

請求金額

AmmmlRcquestcd

受取人 日本国政府防街省の口座預入先として東京都港区虎ノ門1丁目6番12号大手町建物虎ノ門ピル3F三井住友銀行

R諏唾:SlmlitmlOMitsuiB麺止i昭CmpmBtiml,3F.O畝pnaEhiJralanonrrwanmnm-Buildingelユ1-ChomgT画面､α､”．

Minato･kQl､Toky⑥伽rdq)D8ittClheaCCclEnofMiniShyOi,DladlggGCVqmnalt⑥『J叩”

証明

α粒EC誠c：

添付された償還請求のための損害賠償鋪求書一覧表記載の損害賠償請求は．地位協定第18条第6項(3)に規定する日本圃の

自奮隊の行勤から生ずる鯖求梱に関する日本国の注令に従い日本国政府により解決されたこと、また、その支払金加は、正し

く記載されて日本国政府により爽際に支払われ、かつ、 日本国の自衛隊の構成員及び彼用者が公溺執行中に人身傷害、死亡又

は財産損害を与えたときに法的に支払われる金額を超えたものでないことを証明する。
Icertifythaltheclaims ligtedinthealtachedRequegtListofClaimshavebeensettledbythcGovernmentofJapan

inaccordangewiththelawgandrcgulaticngofJmpanwilhrcgPecltoclaimsarSin8fromtheactivitiesofitsSeif･Dcfengc

Fm℃唇a5Providedinpamgaph5(a),Ar1icleXVⅢ⑨ftlESI釧職cfFrcegA璽進ごnutt;dlattheamoimpaidare
correctlyshown,wereactuallymadebytheGovermentofJapan,andaremot inexcessofamountsthatcouldlegally

ha”be””id，hadthcpPrgonaI”ury， 《i“thorpropertydamageb“、““edbyamemberor”emp1oyecof
SelFD傘1geF画℃雷ofJ"mmdtepafofT画聴e㎡o麓cial伽ti冨．

日本国のために

FOrJapm:

署名

Sigla皿℃

氏名・官職

NaneandOnicialCapaciw：

日本国政府防衛街経理装傭局会計課長

Dir"t唾､AccmmtingDivisiml

B画函1㎡Fin麺睡cmdE印』ipmem

MinktlyofD傘箇e

G⑥vEmm舞1tofJ叩皿

別紙

Inf!m9痙償還舗求のための損害賠償請求書一覧表

R因醒tL趣ofcIahng
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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する内閣府令様式24

(11/13枚目）
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24合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する内閣府令様式

(12/13枚目）

様式第10号（第ll条関係）

書式C－5

FOmC－5

公務外損害補償請求書

NON-OFFICIALDUTYCLAIM

2．整理番号
FileNumber:

l.諸求者氏名
Claimant:

4．舗求額
AmountClaimed:

a、療養補償
MedicalTreatment

b.休業梼償
InabilitytoWork

c・障害補償
PhysicalHandicap

￥

5．事故発生場所
PlaceofAccident:

￥

￥

、

｡瀧繩鰡轤蕊． ￥6．事故発生年月日
DateofAccident

葬祭料
Funeral Rites

慰識料
PainandSUffering

ｅ
《
と

￥
￥

7．米側当事者一氏名・ ・所属
U､S・ Party-NameandOrganization:

両流繭脈…棚…苛 豐 …
すること｡）
DescriptionofAccident:(Statebrieflyallknownfactsandcircumstancesattendingthedamage,injuryordeath,
identifyingpersonsandpropertyinvolvedandthecausethereof.》

9．請求理由
BasisfOrClaim:

lO.財産損智（財産の種類及び所在並びに損害の性質及び範囲を簡単に龍入すること。財産の所有者が謂求者以外のときは,そ
の住所・氏名を記入すること｡）
PropertyDamage:(Brieflydescribekindandlocationofpropertyandnatureandextentofdamage,state
nameandaddressofownerofpropertyifothel･ thanclaimant.)

皿．身体傷審（傷害の性質及び範囲を記入すること｡）
Personallnjury:(Statenatureandextentofinjury.)

苧
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24合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する内閣府令様式

(12/13枚目）

書式C-S(綴き）

FomC-S(Com'd)

12.死亡（謂求額算定の基礎を記入すること｡）
Death:(Statecalculations.uponwhichdamagesarebased.）

13.証人

Witnesses

氏名
Na画e：

住所
Address:

15.本請求金額は，上記事故によって生じた損害に対するもののみであり，かつ，上記の事実は，すべて真正である。
Ideclarethattheamountofthisclaimcoversonlydamageandinjuriescausedbytheaccidentor incident
descl･ibedandthattheforegoingstatementistR､ueandcorrect ineveryparticular:

請求菅の署名（氏名は，第1欄のものと同じであること.）
SignatureofClaimant:(Nameshouldbeexactlyasshorniniteml.)

16．参考事項
RemarksandInclosures

17．証明
Certificate:

本翻訳は，正確であることを証明する。
CertifiedasatrUetranSlation:

署名
p

Signature:
日付
Date:

防衛局長
東海防衛支局長

General, RegionalDBfenseBureau
TokaiDefenseBranch

〃
Ｐ

ｒ
ｒ
Ｏ
ｏ
ｔ
ｔ
ｃ
Ｃ
ｅ
ｅ
ｒ
ｒ

■
ｂ
■
一
○
口
■
犀

Ｄ
Ｄ

ｒＯＦ
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三者システムから出力される帳票一覧

。

※l原則として、前開庁日オンライン終了時点のデータに対して帳票が作成される。

（該当データがない等により出力されない場合あり）

※2随時=ThinClientの画面からの出力要求時など。

‐188‐

出力帳票名
機械処理

手引

出力時期

※1

1 第三者行為災害情報受付台帳 皿-6-(1)-1 随時※2

2 第三者行為災害処理経過簿 皿-6-(2)-1 随時※2

3

4

保険給付（求償権取得・債権発生）通知書リスト （署宛）

保険給付（求償権取得・債権発生）通知書リスト （局宛）
皿-6-(3)-1

毎月第2金曜日の

翌開庁日

5

6

保険給付（求償権取得・債権発生）通知書（署宛）

保険給付（求償権取得・債権発生）通知書（局宛）
皿-6-(4)-1

毎月第2金曜日の

翌開庁日

7

8

第三者行為災害未処理事案リスト （局）

第三者行為災害未処理事案リスト （署）
Ⅲ－6-(5)-1 毎月第3第13開庁日

9

10

第三者行為災害不整合リスト （局宛）

第三者行為災害不整合リスト （署宛）
皿－6-(6)-1 毎月第3開庁日

11 第三者行為災害債権管理一覧表（月次） 皿-6-(8)-1 毎月第8開庁日

12 第三者行為災害債権管理一覧表（年次） 皿-6-(9)-1
4月第2第8開庁日

5月第2第8開庁日

13 第三者行為災害における求償に係る組替リスト Ⅷ-6-(10)-1 4月第2第8開庁日

14 第三者行為災害における求償に係る繰越リスト 皿-6-(11)-1 5月第2第8開庁日

15

16

第三者行為災害入力件数表（月次） （署宛）

第三者行為災害入力件数表（月次） （局宛）
皿-6-(12)-1 毎月第2開庁日

17

18

第三者行為災害入力件数表（年次） （署宛）

第三者行為災害入力件数表（年次） （局宛）
皿-6-(13)-1 4月第2開庁日

19 第三者行為災害情報画面印刷帳票 皿-3-(2)-7 随時※2

20 第三者行為災害（第二当事者）情報画面印刷帳票 皿-3-(6)-7 随時※2

21 第三者行為災害（第二当事者）情報検索画面印刷帳票 Ⅷ-3-(5)-4 随時※2

22 第三者行為災害債権確認書入力リスト 皿-6-(7)-1 月次(債権月次処理時）

23 第三者行為災害債権確認書 皿－5-(2)-1 随時※2

24 個別給付情報一覧（短期） Ⅷ-2-24 随時※2

25 個別給付情報一覧（年金） Ⅷ-2-34 随時※2



箒三者行為災害構報受付台棲鍾式電lか号

■■■

■■■■■ﾛ■■ﾛ■■■■■■
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、 ■l■■■■■■
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1 第三者行為災害情報受付台帳

受付曾号 受付年月B 毒噸侭喚曾号 椀災労鹸什氏＄ 生年卯同 餌遷跡 饗害見生隼愚置 3唖遥麓
求鍾唾璽竿灘

（璽命曾号）

罰
妊浬蕊芳 轄喚給付栽緯区分 角 年

丁－←令一一一一

《

■ﾕ可 4 L■■■ Trー画一寺一両FO 守一■←一 ゴー←－4L▲一宇▲一③0今－0や←■①一．凸0己■一再一旬－－4－

一→←､一一一壷Fr可ヘーーマー 全 毒守▼､■一一一一一一 一々伊 － 一 錦マーーr一品b＝＝一竜一専一＝一一面‐一一耳。戸啓一で一七戸司具｡由

●●甲画今■ 申唖●－●ﾛ■｡…=ユー一跨ら＝｡一

ｳ ■■■ 訂00■ﾔ ﾜ 0寺●0③崗凸今■Fpl伊05●5｡●0①けり■

や守寺 Te奇一一一一㎡－－T由一面●拝 や。 ■戸PFm－字面一一~ -■9 ．.■FDD■･…◇一・・■ヂゥ奇Fm－…ー■……



様式第11号
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2 第三者行為災害処理経過簿(表面）

受付番号

受付年月日
労鰯果険番号

“ 骨Z 百句 基鉢寺子 錘や

災害発生日時

災害発生場所

第一当事者(被災者） 第二当事者幅手方〉

氏名

住所

所属事業場

所在地

代表者職氏名

事業主責任の有無 一一一一一一一一一一一

鰯
煤

管鐸名

所在地

証明書番号

保険(共済)契約者
犀

照会年月日

保険供箔ﾂ…

樹足年月日 回答竿月日

息

管…

厨莊地

証券番号
型

雷
農

保険(共済)契約者

保険(共済)金額

照会年月日

保険､鏑…

対人（ 〉円

督促年月日 回群月日

第三音行為災害報告書 送付 回答

尾
也
潤
壁

対象

調琴月日

復命書番号

被災者 相雫方

受付書類

第三者行為災害届

交通弱旋柾朗書

念書

抓國通知年月日 最新通知年月日

備考



相手方区分

01第二当事者本人

04使用者

02自賠責保険会社（共済） 03任意保険会社（共済）

05運行供用者 06その他

‐191‐

2 第三者行為災害処理経過簿(裏面）

年月日 相手方 処理経過 ユーザID

〆



保険給付（求償樋取得・債楠発生）通知瞥リスト
歳八砿唾意 長殿 長

丁露跡一蕩事打（蜜災参；こ対'ケる楓鎮輸苛橇失I)、丁麗堺鰭急事君埠に麓する率誘電を敢邸しましたので．通匂しますU

齢理藻分

蝿因年月葱

1ページ

保険給付（求償樋取得・債梅発生）通知響リスト
長

下転鱒二豐事考嘩漣対する求露電を醜尋しましたので、通通し主す．

震ﾇ､諺瓢奮 異殿

下転擁…当客君《観襲考）腱持寸一る係糞始待;二裳り

処理籔分

処理鍾鄭蕊

小､一ソ
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3 保険給付（求償権取得・債権発生）通知書リスト （署宛）

徒蕪捗号
軋 －－－－も一一一一→－

労蝋係改曾号

■■■■q白棹■■■■■ぜ●｡■｡■も■七色■十0*①0q七■③寺B①‐

生年月閣
災審範謹側
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ｆ
●
６
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●
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凸
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●
、
０
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．
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‐

↓

ト

ー

キ

↓

も

１

１

。

６

■

Ｉ

。

ｐ

Ｉ

痢一当亭零舜懇 窮二艶事智氏鑑

→③舎一凸e－や＝■岳■一己画一時e● 凸舎■ウ③｡マレ*●=■■。O ■＝■■■①■■

働蝕車
専故鋤削

卿過蹴
第墨畠

亭営敏
3年哩趨蘭

始付状魁

昇蜀法酎
鳳砺総付咽

差し樫え．

の事鐙

圭一LL■ ■今一一全▲ー…■、、■ｰ甦守…

一季＝－一一一 F Fマーク ■帝 『一一
一一一一一一■一一

4 保険給付（求償権取得・債権発生）通知書リスト （局宛）

受付番号 労錐桑岐番号
一一一一一も己－首Ⅱ▲－句－

生隼；i翌 ｜傘須麹認
災害聾生国 I 錘典嘗
－－一一崇 ･ ＝ﾏ L･可､手口－－
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保険給付(求徽獺取得・償揃発生）通知書
歳入敏艇官 畏蛾 長

下琵簿一当事巷（袋災廿） i鳥対する傑鎮給織こより，下握堺二剴事肴辱8二対する求績権を軍得しましたので．過越します鯵

謎;I嘗号 簿一遜事看巽懇 寓二当事寺氏名

労愛黒鏡番号 第一-望一事考生銭月日 輸什藤野尋餌

災寄路生俸月置 災害発生溺豪 圃金塞夢改葬聯

。
■
：
■
：
“
。
：
２
ｅ
Ｖ
Ｉ
Ｇ
Ｏ
凸
。
３
２

1パージ

保険給付(求償権取得・債椛発生）通知播

巌入微聴奮 長殿 畏

下塑鋪一当事穆蝿災柵･〕に対する麟典捻挿腱より、 ､下魁鋪ミニ幽亭背尋i二対する求鱗椹を歌得しましたの'ぞ．過趣1,史､*．

受付番号 諏一当事轡氏名 爾二淵事穆氏塞

労鵠環鐘啓号 罫--当事巷生年月日 鞘ｲ寸騒罫職額

災害発生年月侭 我害薙髪穆蒙 圃曇軍事鐘の聯

い寺声ロジ
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Ｌ
し

5 保険給付（求償権取得・債権発生）通知書（署宛）

捻捷廻割 鍾分
デー毎畳1ｹ番号－．．追録善弓
年金旺書善号

労災保爽紺付栩
支払年号雷 労災鰹譲錐儲寿容

ｇ
ｐ
凸
Ｐ
ｂ
ｐ
■
■

等級号 受給呑名
捜炳

量紛梱巷番骨

会J一一ヴー~~W一括ご〃ー

匹心L－h今▲ ‐←ら■■

戸. 『 弁 T･fr 了や｡ ､伊岩一了命苛一一やP－会アーマー
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6 保険給付（求償権取得・債権発生）通知書（局宛）

縫赫麺鱗 甑苛
ヂータ受毎善号一遭窪番号
隼酋唾啓番号

労災1噸紺竹頭
支甚隼月騒 労災鰹強紛時汽奪 埠騒号 受捻呑堤
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第三者行為災害未処理邸案リスト （局）

局〈 〉 健理年月間
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第三者行為災審米処理躯案リスト （署）
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7 第三者行為災害未処理事案リスト （局）

宝年月園 災啓碍生蘭 廟一当事巷氏名 調三当事秒氏名 受付年月日
求酋砲麗

隼j1日
3年経過日 我包逗分

崗晶“上一一64■凹巳再口碑■蝉。■｡■凸”ｰ七一■マーサ*｡古■0－■‐凸U凸ゥ
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8 第三者行為災害未処理事案リスト （署）

受1才番号 秀醗促潰言号 主年風園 災客発主箇 第一当事考弐名 廓二当事零氏名 受鰐隼恩日
求償画露

年即日
融年軽諺團 秩國亜分

一■｡－－■－－－画■画■…U一一一■■■岳画一←



第三者行為災害不整合リスト
蝿（ ． 》 鍵現年月園

：パーソ

第三者行為災害不整合リスト
処現年月簿愚（ ）

8ペーーザ
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9 第三者行為災害不整合リスト （局宛）

受針雷号 労働膿護番号
生雛月間

“鍔年月日
講一当事者巽名 第二当率･暫氏名 処理謹分
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10 第三者行為災害不整合リスト （署宛）

受付巷号 労睡俣強巷号
童年月日

傷癌年月日
第･一当事巷氏名 第二当事君氏名 処理紅分

三布窒一ド

最薪三瀞二刀~･ド
三汀涜慮デーダ受付雷号 不壁合理富
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第三者行為災害債権管理一髄表
司《 〕 処理年月函
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嘗号皇掃
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第三者行為災害憤椛符理一覧表
隼抜憤慮-．鷲副（ 〕

闘含齢
処珊年月日
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ll 第三者行為災害債権管理一覧表（月次）

三零侭蝿データ蚤付替号

碕博零氏名

畜我竃

事敦の恥
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12 第三者行為災害債権管理一覧表（年次）

薑考量陦巷牙

侭損響斗

三春埼屯‘ゲータ受付曾号

侭傍曾美名

向蝕車

事哉の割

寓週暁 侭轍踊生年度 鯛壷穐竃餌 載蛸済頚 ~K鏡欠捌額

岡壷展定政綱皿

奴銅宋済個 野鈴鯵箆罵

吟詮年凰臼

涜晦我感鮭分

遍嘉倒閣汀

一



第三者行為災害における求償に係る組涛リスト

鰯躯準附日鶴〈 》
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第三者行為災害における求償に係る繰越リスト
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13 第三者行為災害における求償に係る組替リスト

燗撤
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腎 捜蘇討廃名

曲錘窺
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灘通別 求償尭霞分
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14 第三者行為災害における求償に係る繰越リスト

掴掴
隼度

吾 贋薦瀞氏,＄
圃験軍

事錠必溌
郵遡別 報
率
先蓮分

庵智窓分
瞬登浸宝額 収納済額 醜納来演顔 伺封
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第三者行為災審入力件数表（月次・薯）
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15 第三者行為災害入力件数表（月次） （署宛）

瞳母署 踵分 餓規人力斧象 鶴理気分乗圃窟件数
求笈砲

要求笈件歎 求鍵益I_.控え件敦

Z件数

授餓侍散 三3非厩急件数

涜鏡倖歌

要求償件敏 ；求須題し控え件数
寓場災害
通幾災害
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16 第三者行為災害入力件数表（月次） （局宛）

今
▽

懸唄入士倖承 健理猛分規亀定件敏
要求価件数

マヶマーー

求幾蕊し鐘え件敦

菅■ Iｰ

霊嬢伴敦 三甘非顔臺倖数

浸副

婁求便件数

捧敦

承薗葱し蓮尤停敦

ﾏｳﾜ 回一F÷…＝一宇‐▼

風務災害
通閥災害
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第蕊者行為災審入力件数表（年次・瀞）
惹象錦片罵 一

l少ョ一ヶ

第三者行為災審入力件数表（年次・局）
輔欽年月日 一

lパロ､･ザ
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17 第三者行為災害入力件数表（年次） （署宛）

隼鰍 庶分 鱗蜘入力件款 鰹唾鍾分幾m定件数
蕊筑砥

~~…貰景灘溌…薮鼠葡じ謹悪
8件散
･写－6③q－B■一間一角一■■⑪や｡■竜守毎G口, ■旬甲■●一･一

鑓繊件数 蕊W･非顔幾捧款

噸

要求償伸散

件数
■函qー■~■■■■■■■■申舜且● 5■酉c■巳4●Q宇・時C04．必4

求償侭し瞳戈.件較

醇鱒災寄
道勘災専

18 第三者行為災害入力件数表（年次） （局宛）

年月 区分 新規へ力件数 処覇蓮分未亀定件款
家涜碗

要求笈件数 求鍵適し捷え倖数

2件敏

捻諭件数 三行非随当件数

疾田

要求憐件牧

淳敦

求償麓し控尤件款

響
聾
縫
製
楊
勘
海
道

~寺■一一一■●町一一一一一一一一一一
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第三者行為災害情報画面印刷帳票

第三者行為災害情報画面

第三者行為災害情報

受付番蒙 “ 1301-7-29-1-m08
寧一､－－F｡､一・ 愚一_

受付竿月泊 ， 平成△△年6月20日

一自動車事故の別' － 1自動者事故

抜態霞分 ≦ 10:局逓知済
差し控裳理由

誰償確認年且毘樹“ 平成△△年7月29f

求償権狩横決定嬉混日 （局）

保険給付状況区秀

平成△△年7月29日

管轄局署 二ゞ”
、 〃 蜑忍_ﾐｰ．

業通別 鋼．ー…割偵…‘1蚕

先行種別

処理塵分 ，: ‘

署央
行
中
先

》
》
》
》

|復愈薯番号 、＝ ‐

｢燕天悪厭涜感
災害情報

驍菫
|平成△△年6月3日午前8時00分頃
|東京都江東区○○○

窮一当事者（被災者）情報
一

=二 ｜労災二郎
一 ｜昭和△△年10月10日

ロウサイジロウ

1:男

○○○－○○○○

東京都豊島区○○○

03-OOO-CI○○○
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第三者行為災害（第二当事者）情報検索画面

鐘塞曇件

検索結果一覧
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21 第三者行為災害（第二当事者）情報検索画面印刷帳票
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22 第三者行為災害債権確認書入力リスト

三和

受行巷号
茨鈍魯弓

燃誠溌塗号
綴禰邑号

労髭爆鐘笥号
蹴一彗夢肴津名カナ

堺一:謹事守氏届浪零

明二斜享寺氏名 茨須髪旦薄

求涜回歓
零詞先名休
求筑先鰭癖

？
■
も
Ｄ
Ｐ
Ｐ
●
Ｉ
■
日
↓
↓
０
，
４
甲
Ｂ
↓
？
●
！

永侭金額

口
４
１
“
ｑ
ｃ
■
４
０
■
■
９
Ｆ
■
■
Ｐ
ｐ
巳
６
Ｆ
■
■
０
③
日
Ｐ
ｒ
ｆ
０
ｂ
二

ロ
守
り
■
■
ｑ
・
■
ｇ
・
白
ｐ
■
■
■
ｐ
ｄ
ｑ
叩
旬
■
■
ロ
リ
旬
凸
９
口
■
■
ｑ
凸

■
且
■
９
■
？
■
６
１
８
ワ
Ｕ
９
ｇ
９
ｆ
ｇ
４
０
‘
ひ
０
４
１
↓
Ｏ
ｃ
０

合計 倖



■労働者災害補償保険 ■

第三者行為災害債権確認書
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23 第三者行為災害債権確認書

帝局
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係
一

長 部 長 課長 擢佐 係長

債権について次の通り確認する。
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r

⑥デｰﾀ受付番号 ⑦週亘暦号
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閥別給付憎報-→覧
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隼全逓忽慮過理
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24 個別給付情報一覧（短期）
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25 個別給付情報一覧（年金）
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参考様式等

1第三者行為災害調査復命書●

2債権確認調査決定(変更)決議書●

3第三者行為災害届の提出について(督促） ●▲

4第三者行為災害関係書類の提出について（被災者） ●▲

5第三者行為災害関係書類の提出について（事業主） ●▲

6督促状●

7宛名シート ●

8第三者行為災害求償事務に係る請求書等チェックシート

※様式名の右の●は三者システムのExcel帳票作成ツールで作成可能な様式であることを示す。

●の右に▲の記載がある様式は、様式改正が行われたが、Excel帳票作成ツールが改正内容に

対応していないため、当面の間は､別途本省が電子媒体で提供する Excel様式を用いるか Ecel

帳票作成ツーノl竺により作成後、当該改正部分を手入力で修正すること。
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芦一

1第三者行為災害調査復命書（1/3枚目）●

第三者行為災害調査復命書

1 第一当事者／第二当事者情報

’

’

｜
2 第三者行為災害情報 （受付番号： ）一ー一一

I

I

’
1
1

’

－207‐

署
長

副
署
幕

課
長

係
長

係
員

復命書

番号

受付年月日

復命年月日

平成 年 月 日

平成 年 月 日
調査者氏名

署長判決’

第一当喜 享者 第二当暹 ¥者

氏名

生年月日

住所

電話番号
(自宅）

(携帯）

所属事業場

労働保険番号

所在地

その他参考事項

業通別 先行種別 口自 口労□その他

災害発生日時

災害発生場所

保険加入状況

自賠責保険 口有 口無

【保険会社等情報】

任意保険 口有 口無

【保険会社等情報】

任意一括 口有 口無 示談状況 口有(詳細は参考事項） 口無

暴行や動物等

による災害

予告通知 口有

n無

人身傷害保険

加入状況

口有(保険会社等への通知口有口無）

n無

参考事項



ー

一凸 －－一

1第三者行為災害調査復命書（2/3枚目）●

3 災害発生状況

4 過失割合 口別冊判例タイムズ (NO○○参照）

口交通事故における過失相殺率 （裁判例

□その他（

○○参照）

）

‐208‐

基本

修正要素

(1) (2) (3)
修正後の

過失割合

請求人

相手方

参考意見 (1)請求人の意見 (2)相手方の意見 (3)保険会社等の意見

請求人

相手方

％

％

％

％

％

％

支給制限について

過失割合に対する意見



1第三者行為災害調査復命書（3/3枚目）●

5 調査官意見

1 上外について

2 過失割合について

3 法第12条の4第1項関係について

4 求償先について

5 損害賠償受領状況について

6 その他参考事項

添付書類

第三者行為災害
報 告 書

自動車保険賠償額
回 答

電話聴取書

第三者行為災害届

自賠責保険賠償額
回 答

資力に関する
調 査 書

念書

交通事故証明書

-209．



2債権確認調査決定(変更)決議書●

債権確認調査決定（変更）決議書 NC

平成 年度｜厚生労働省所管
労働保険特別会計労災勘定

副署長l課長｜補佐｜係長’ 係 発
舗決定する。

I
(款）雑収入

（項）雑収入

（目）雑入

決
雛歳入科目

納入

告知警

発行

歳入徴収官
1
1

1
事
務
処
理

債権の種類 損害賠償金債権

｜ 債権

管理簿

登記

債権の発生年度 平成 年度

’
債権発生
の 原 因

労災保険法第12条の
4による損害賠償金 徴収簿

登記

保
険
会
社
等

住 所 名称
本人

所
在
地

氏 名

住 所
使用者

1

1 ’ ｜
::

’

法人の場合は代表者氏名氏名又は名称 履行期限

金 額 円

算定基礎内訳①(全事案について記入） 算定基礎内訳②(自賠責単独以外の事案について記入）

扇首～壁
労災保険給付額

(A)

支 払

年月 日

披災者の扱害額

(11)

相手方(あなた側)の

掴害額 （C）

被災者の労災保険給付以外

の摘害賎慣受綱済額 （p）
労災保険給付内容

臼
冒
至

療養（補償）給付
（ 日分）

休業（補償）給付

給付基礎日額

（ 円）

自
至 （ 日分）

傷病（補償）年金

年金

障害(補償)給付一時金

前払一時金

年金

遺族(補償)給付一時金

前払一時金

受給者 名I 綻柄

受 給者 名I 続柄

葬祭（料）給付

介護（補償）給付

前回請求時までの額

計 （1） (A） (1) 帆） (C） (、）

謹滝識蕊慧
ー

その他の人的損害(慰謝料等）

落毒蕊

計 （2） (2) (C）(B） (1)）

過 失 捌 合

（被災者①／相手方②）

（13）

被災考の過失相殺後の

柵害額((B)×(E)②》

（ド）

彼災考の鯖求可能額

((F)-(C)×(臼①-(D>〉

（G）

算定基礎内訳③(自賠責及び任意一括の場合について記入）

｜ ｜蕊瀦l
i(K)-il

示談額又は

既払額(L)

自賠責保険

（共済）金額(K）
円

／

政府の求償横取得額い）

と（G）のうち少ない額

（H）

求償可能限度額(K)-(L) (M) 円 前回吏での論求金額

（1）

今回論求金額(H)－（1）

0）

円’|請 求 金 額 (N)|

|蔦総箒霧曼’
連絡等事項

備 考 ’
保険給付（継続中・完了）
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3第三者行為災害届の提出について(督促） ●▲
し

q■■■ q■■■ 1■■■ 1■■■

平成 年 月 日

殿

労働基準監督署

第三者行為災害届の提出について （督促）

あなたの事故については、労働者災害補償保険法第12条の4に該当すると思われ

ますので、保険給付を受けるためには請求書のほか第三者行為災害届の提出が必要

となりますが、当該届について未だ提出がなされておりません。

第三者行為災害届については、労働者災害補償保険法第12条の7 (労働者災害補

償保険法施行規則第22条）に定める保険給付に関し必要な事項を確認するために提

出を求めているものです。そのため、提出がなされず、事実関係が把握できない場

合には支給決定がなされないだけでなく、仮に支給決定がなされても、労働者災害

補償保険法第47条の3に基づき保険給付の支払を一時差し止めることがあります。

つきましては、平成 年 月 日までに第三者行為災害届に必要事項を記

入の上、速やかに提出してください。

(郵便番号）

(所在地）

(電話） (FAX)

(担当者）労働基準監督署 印

‐211‐



4第三者行為災害関係書類の提出について（被災者） ●▲
一一ーー

〒

平成 年 月 日

殿

労働基準監督署

第三者行為災害関係書類の提出について

殿に係る 発生の

業務・通勤災害については、第三者行為災害として取り扱うこととなりますので、

下記書類を平成 年 月 日までにご提出下さい。

記

1． 第三者行為災害届 (4枚1組）

l.念書 ( 1部）

※記入方法等についてご不明の場合は､下記の当署担当までお問い合わせいただくか、

厚生労働省HP掲載の｢第三者行為災害のしおり｣をご覧ください。

（パソコン､携帯電話等から｢第三者行為災害のしおり｣と検索してください｡）

〒

労働基準監督署労災課

（担当者）

TEL:

印
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5第三者行為災害関係書類の提出について（事業主） ●▲
ーー一一

第 号

平成 年 月 日

ー

T

殿

労働基準監督署長

第三者行為災害関係書類の提出について

貴事業場所属労働者 殿に係る 発生の

業務･通勤災害については､第三者行為災害として取り扱うこととなりますので､労働者災害

補償保険法施行規則第46条の規定により、第三者行為災害届等下記書類を

平成 年 月 日までにご提出下さい。

記

(4枚1組）l. 第三者行為災害届

（ 部）l. 念書

※本件に限らず相手のある災害については、上記届け出が必要となりますので､今後

このような災害が発生した場合は、速やかに提出するようお願いいたします。

なお、届け出に必要な用紙は当署に備え付けてあります。また、記入方法について

も説明しますので、お問い合わせ下さい。

〒

労働基準監督署労災課

TEL:

－213‐



6督促状●

ロ■■■ 1■■■ I■■■ー

平成 年 月 日

〒

殿

労働保険特別会計

歳入徴収官 労働局長

壜

(※）「第三者行為災害｣とは、労災保険給付の原因である災害が第三者

(政府、事業主及び労災保険の受給者以外の者)の行為などによって生じ

たもので､労災保険の受給権者である被災者等に対して､第三者が損害賠

償の義務を有しているものをいいます。

労災保険法第12条の4第1項により、政府は、第三者行為災害につい

て保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者

が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得します。

さきに貴殿に対して納入告知(御請求)した上記金額は､納付期限までに

完納されておりませんので､至急､納付して下さい。

※納付には､先にお送りしている納入告知書又は納付書が必要です。

納入告知書や納付書を紛失された場合や本状に御不明な点などがありましたら、

お手数ですが下記担当まで連絡をお願いします。

連絡先 〒

労働局労働基準部労災補償課担当：

電話番号 （内線 ）

－214‐

LJ
労働保険特別会計(労災勘定）

款 雑収入 項 雑収入 | 目’ 雑入
債権番号 厚生労働省所管 労働局

金額 円

債権科目 雑入(損害賠償金）

納付目的
労災保険法第12条の4第1項による損害賠償金

(第三者行為災害
(※）
に関し政府が代位取得した損害賠償金）
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8第三者行為災害求償事務に係る請求書等チェックシート

第三者行為災害求償事務に係る請求書等チェックシート

担当者
チェック
確認者
チェック

チェック項目

①療萎に対応する(B)欄(=療養撹害)には､<A)欄と同額を計上しているか｡また､労働基準

備考
－

墨
宇
塞

笥
鳴

り

昭

一

Ｐ

■

Ｌ

一

一

る等により､求償を行うまでの間に保険給付を行愚つた分が漏れなく計上されていることを確麗しているか(手引第3章第2の2(1)〉。

療
養
”
ァ 第一当事者が(D)棚で濠養に対応する撹害賠償を受けている場合は､(B)棚は(A)棚と(D)棚の合計顕とする。

”
ィ
文書取扱料等については､手引第3章第3の2(1)を踏まえ､損害として計上せず､(A)欄及び(B)欄から除外する(手引第3章第2の2
(1>)．

②休業に対応する(B),欄(=休業撹害)には蜂『鐙億基砿日銀×休菓日数※jにより得た額諦唾している醜(手引第3掌第2の露、
(2))。 … ：.蕊:了’;‘:』‘§、
※(8>開に保険給付額と間額を計上するのは誤りであること．

判
侭
甲
髭
配

凸由仁

州
ウ 給付基礎日纈が最低補償額の適用を受けた場合は､手引第3章第2の2(2)アに基づき処理する。

州
工 第一当率者が特別加入者である場合は-手引第3章第2の2(2)イに基づき処理する。

労災､特支金ともに支給がなく､②に基づく損害額の算定に必要な要素(給付基礎日額､休業期間)が不明の増合であって､第二当事
者等(保険会社等含む｡以下同じ>が休業損害の逸失利益相当分について損害賠償を行ったことを把握している場合には､(B)､(D)"
には実際に第二当事者等から支払われた損害賠償額を計上する(手引第3章舗2の2(6))｡ただし､損害賠償額が過失割合適用済みの
場合､(B)桐には過失割合適用前の損害額に割り戻した金額を記鮫する(手引第3章第3の6(6)(f))。

第一当事者の疫養に係る休業期間に対して事業主が賃金を支払っている部分及び待期期間の3日分については､休業損害はないもの
として取り扱うこと(手引第3章第2の2(2)エ)｡なお､その際､待期期間分の賃金は(D)欄には針上しないこと。
※業務災害の場合-(B)棚の計算時における休業日数について､待機期間分を差し引く。
通勤災害の場合一(B)欄の計算時における休業日数について､待擬期閲分を差し引かない。

休
業

恥
オ

’
剛
力

【第一当事者が煽病(補償)年金の受給者となった壜合の取扱い】
①休業損害求償前の増合は､｢損害額＝給付基礎日額x365x擦養開始日の年齢に応じる就労可能年数に対応する新ホフマン係数」
により損害額を計上する｡(手引第3章第2の2(2)ウ)。
②休菜損害求償済の堪合には､｢給付基礎日額×365×傷病(補償)年金に移行した日の年齢に応じる就労可能年数に対応する新ホフ
マン係数｣により掴害額を計上する(休業損害額の重複計上を避けるための取扱い)。
※傷病(補償)年金は､後遺損害に関する項目とは性質が異なるため､後遺損害に閲する項目との支給調竪は行わないこと(手引第3章
第2の2(3)ｲ)。

恥
キ

③障害､通族､葬祭料､介腰の各保険給付に対応する(B)欄について､それぞれの保険給付を行った場合、
従って計上した損害額を計上しているか(手引第3章第2の2(3>～(5))。
※（B>欄に保険給付額と同顕を計上するのは誤りであること。
※陳害.in族､介渡の損害額計算に関して､現行手引においては『新ホフマン係数jを使用することとしているので､「ライプニッッ係劉

を行った増合､(B)欄には手引に

『ライプニッツ係数｣を用いて算定しないこと。

障
害
、
遺
族
、
葬
祭
料
、
介
瞳

労災､特支金ともに支給がなく､③に基づく損害額の算定に必要な要素(給付基礎日顕､障害等級零7が不明両珊否であうで､第二当
事者弊が労災と同一車由の項目について損害賠償を行ったことを把握している場合には､ (B)､(D)欄には実際に筑二当事者等から支
払われた損害賠償額を叶上する(手引第3章第2の2(6))｡ただし､損害賠髄額が過失割合適用済みの場合､(B)欄には過失割合適用前
の損害額に割り戻した金額を記蔵する(手引第3章第3の6(6Xｲ>)．

”
ク

労働能力の喪失又は減少による撹害が具体的に生じていない(＝現実に流一当事者に収入減が生じて口労働能力の喪失又は減少による撹害が具体的に生じていない(＝現実に第一当事者に収入減が生じていない)ど函あぢ玩扇瑠否ほで~-
手引第3章第2の2(3)アに基づき､身体障害による喪失し又は減少した得ぺかりし利益は生じないものとして､後遺損害に対応する(B)"
については､損害額を計上しない。

”
ヶ

自賠責に対する求償時は､介護に係る支給調整は行わない(＝(師～(D)いずれも計上しな[▽百~彊彊
対しては､損害額に計上して求償する必要がある｡(手引第3章第2の2(5)ア)。

し､自動車保険等や第二当事者に恥
．

④第二当事者に生じた損害額がある場合､保険給付に対応する項目に応じて(c);欄に計上しているか
※第二当事者に生じた損害は､三者届.三者報告書や当事者の申出により把温した分について.第二当事者から領収書等の
すれば足り､それ以上の能動的飼査は省略して差し支えない。

C)欄に計上しているか(手引第3軍第2の3)。
爾二当事者から領収害等の写しを受領する等の方法で醸霊

画悪涜害額示蘭定厄ている増合､手引第3章第2の5(2)に示
※｢その他の人的損害(型崩料等)｣に対応する(B)～(D)欄に金頚を計上し､計(1)と合算した金額『計(2)｣を使用して､以降の求償顔計算を行う。

そ
の
他

⑥人侮保険から第一当事者等に対して損害賠償について保険金(慰謝料等)の支払が行われ､当該保険金支払⑥人慨保険から第一当事者等に対して損害賠侭について保険金(慰謝料等)の支払が行われ､当該保険金支払額について第二

当事者等から､人傷保険取扱会社に対して既に支払済みの損害賠償額がある場合に､(B)､(D)欄の記舷方法について､第二当
事者等から第一当事者に対して損害が填補されている場合と同様に取り扱っているか(手引第3華第3の6(3)エ)。
また､人傷保険から第一当事者等に対して損害賠償について保険金(慰謝料等)の支払が行われ､当該保険金支払額につい
て自賠責保険等から､人傷保険取扱会社に対して既に支払済みの損害賠償顔がある場合には､当該金額を(L)欄に含めている
か(手引第3車第3の6(3)ア(ｲ))ず

⑦求償額の計算過程で1円未満の蝋数が生じた塙合｢切り捨て｣処理※をしているか(手引第3車第2の5(3))。
※最終的な求償額に対してではなく､請求書の各棚の金額ごとに切り捨て処理を行うこと。

案(任意一括自賠責保 単独 案で 第一当 者I じた損 額力 責保 額以内に収まる 案を む)Iって つUF．〆口尽咋渥千＝〒卒、吟や刀ロー不一四一一、不ニコ一戸Uー一章J－面百四Jj・目沢口尽扉医巫四塁r画Ⅱｰ…季ジロマ不廷再廻ノI～

いて､過失割合や第二当事者に生じた損害を加味せず(自賠責保険の茸過失減額は除く>処理しているか(手引第3章第2の4
(4))。

(歳入
ー

7条の「 更等｣)に係る手続時のみの追加チェック項目以下I の

､i求償額の変更を行う際にはs保険会社がらの減額依頼に係る文書等､変更理由がわが
変更の当否について十分に内容を糖査した上で決定を行っているか。

一二一一二一__一二 ．今一一一.-.--.今_----.- -----－---.----. ---.---. .- .-..-－－－－－ ． － ． －－ － 房

Ⅱ療養損害等の減額理由が『保険給付額の算定誤り』の塘合､当該減顔分を過誤払いとして《
か。 ’ ‘ ‐ミーーー－－－－－－－－－－－______------－二 －

戻潅撞閣等から回収を行っている
１

０

１

iii療養損害等の減額理由が『保険給付額の算定誤り｣ではなく､『保険会社等の損害算定基準ど相容ず馬＝活応贋翫函蕊で蚕言
こと』等である填合､保険会社等に対して減額した分の求償額について､第二当事者等､他の不真性連帯債務関係にある者に対
して求償しているか。
※チエツクシート中の(A)、（B)等の記号は様式第2号(4)｛ ､てjの各記号に対応する。

【例】(A)-労災保険給付額(A)
※網掛けセルは､会計検査院の実地検査において多くの受検局で誤りが指摘された項目であるので､特に注意すること。
※担当者チェック欄には､チェック済のものは｢O』､該当する損害が生じていない等によりチェックを要さないものには｢一｣、
自賠単独事案によりﾁｪｯｸを要さないものには｢自｣と記載すること。
※確浬者チェック欄には､決裁書類一式を確謹の上､担当者が正しくチェック欄を記戯している場合に｢′｣を記載すること。

’
１
１

’
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椙当者氏名

確翌者氏名
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第三者行為災害求償事務に係る請求書等チェックシートの活用方法等について

1 チェックシートの活用方法

（1）事務担当者

手引の第3章に示す労働局が行う求償事務において、事務担当者が「担当者氏名」欄

に記名または押印の上、各チェック項目に沿って求償額算定等が行われているか、 「担

当者チェック」欄にチェックを入れ、必要に応じて「備考」欄に補足事項等を記入の上、

必要なチェック項目全てのチェック完了後、債権調査確認決定決議の一連書類として添

付すること。

（2）チェックシート確認者

債権調査確認決定決議の際には、労災補償課における決裁者のうち1名を確認者（事

務担当者以外の者とする） とし、チェックシートに沿って決裁書類一式を確認の上、項

目を満たすものについては「確認者チェック」欄にチェックを入れること。チェック項

目に沿わない処理をしている点については、担当者に確認及び必要に応じて「備考」欄

に指示事項を記載の上、決裁を差し戻すこと。必要なチェック項目全てのチェック完了

後、 「確認者氏名」欄に記名または押印の上、決裁を行うこと。

（3）チェック者以外の決裁者

チェックシートの「担当者チェック」欄及び「確認者チェック」欄を確認し、チェッ

クが十分に行われていない又はチェックシートが添付されていない事案については、決

裁を差し戻すこと。

3減額事案に係る事務処理の徹底

保険会社から求償債権額の減額請求があった場合は、以下の事務処理を徹底すること。

（1）労災診療費の審査点検担当と確実に連携して、労災保険の給付内容の適否等につい

て改めて十分な確認を行うこと

（2） （1）の確認の結果、給付内容に誤りがない場合には、保険会社に対して確認結果

を踏まえて十分に説明を尽くし、適切に求償を行うこと。

（3） （1）の確認の結果、給付内容に誤りがあった場合には、第三者行為災害に係る求

償事務の担当者と過誤払に係る債権管理担当者等との間で十分な連携を行い、 「労災

保険給付事務取扱手引Vの2の第3の2」及び「債権管理事務取扱手引」に基づき、

確実に過誤払分の返納を求める事務処理を行うこと。
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